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周
易
正
義
訓
讀

―
噬
嗑
卦
・
賁
卦
―

野
間

文
史

凡

例

一

本
稿
は
、
唐
・
孔
穎
達
奉
勅
撰
周
易
正
義
の
訓
読
訳
で
あ
る
。

二

底
本
は
、
嘉
慶
二
十
年
（
一
八
一
五
）
江
西
南
昌
府
学
開
雕
の
「
阮
刻
十
三
經
注

疏
本
」
を
基
本
に
、
主
と
し
て
以
下
の
諸
本
と
対
校
し
て
作
成
し
た
筆
者
の
「
校

定
本
」
を
用
い
る
。
そ
の
根
拠
と
な
る
「
校
勘
記
」
は
、
後
に
併
せ
て
掲
載
し
た
。

◎
單
疏
本
『
周
易
正
義
』
（
宋
刊
遞
修

北
京
図
書
館
蔵

北
京
人
文
科
学
研
究
所
影
傅

氏
宋
本･

易
經
集
成
本･

中
華
再
造
善
本

「
單
疏
本
」
と
略
称
。
）

◎
八
行
本
『
周
易
注
疏
』
（
宋
孝
宗
頃
両
浙
東
路
茶
塩
司
刊

足
利
学
校
蔵

汲
古
書
院

影
印
本

「
足
利
八
行
本
」
と
略
称
。）

◎
廣
島
大
學
所
蔵
舊
鈔
本
『
周
易
正
義
』（
「
廣
大
本
」
と
略
称
。
）

三

上
記
諸
本
以
外
に
つ
い
て
、
ま
た
阮
元
校
勘
記
以
後
の
校
勘
記
に
つ
い
て
は
、
拙

論
「
廣
島
大
學
藏
舊
鈔
本
『
周
易
正
義
』
攷
附
校
勘
記
」
（
『
廣
島
大
學
文
學
部
紀

要
』
第

巻
特
輯
号
１

一
九
九
五
年

後
『
五
經
正
義
の
研
究
』
所
収
）
を
参
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照
さ
れ
た
い
。

四

本
稿
の
本
文
は
校
定
し
た
経
・
伝
・
注
（
王
弼
注
〔

〕
内
）
・
疏
文
と
そ
の
校
勘

記
、
訓
読
文
の
順
で
あ
る
。

震
下

☲
☳

噬
嗑
、
亨
。
利
用
獄
。

離
上

〔
噬
、
嚙
也
。
嗑
、
合
也
。
凡
物
之
不
親
、
由
有
間
也
。
物
之
不
齊
、
由
有

過
也
。
有
間
與
過
、
嚙
而
合
之
、
所
以
通
也
。
刑
克
以
通
、
獄
之
利
也
。
〕

[

疏]

正
義
曰
、
「
噬
嗑
亨
」
者
、
噬
、
嚙
也
。
嗑
、
合
也
。
物
在
於
口
、
則
隔
其

上
下
。
若
嚙
去
其
物
、
上
下
乃
合
而
得
「
亨
」
也
。
此
卦
之
名
、
假
借
口
象
以

爲
義
、
以
喩
刑
法
也
。
凡
上
下
之
間
、
有
物
間
隔
、
當
須
用
刑
法
去
之
、
乃
得

亨
通
、
故
云
「
噬
嗑
亨
」
也
。
「
利
用
獄
」
者
、
以
刑
除
間
隔
之
物
、
故
「
利
用

獄
」
也
。

噬
嗑
は
、
亨
る
。
獄
を
用
ふ
る
に
利
あ
り
。

ぜ
い
が
ふ〔

「
噬
」
は
齧
な
り
。
「
嗑
」
は
合
な
り
。
凡
そ
物
の
親
し
ま
ざ
る
は
、
間
有

げ
つ

る
に
由
る
な
り
。
物
の

齊

は
ざ
る
は
、
過
有
る
に
由
る
な
り
。
間
と
過

と
と
の

と
有
れ
ば
、
齧
み
て
之
れ
を
合
す
る
は
、
通
ず
る
所
以
な
り
。
刑
の
克
く

か

よ

以
て
通
ず
る
は
、
獄
の
利
あ
る
こ
と
な
り
。
〕

[

疏]
正
義
に
曰
は
く
、「
噬
嗑
は
亨
る
」
と
は
、「
噬
」
は
齧
〔
か
む
〕
な
り
。「
嗑
」

は
合
な
り
。
物

口
に
在
れ
ば
、
則
ち
其
の
上
下
を
隔
つ
。
若
し
其
の
物
を
齧
み
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去
れ
ば
、
上
下
は
乃
ち
合
し
て
「
亨
る
」
を
得
る
な
り
。
此
の
卦
の
名
は
、
口

象
を
假
借
し
て
以
て
義
と
爲
し
、
以
て
刑
法
に
喩
ふ
る
な
り
。
凡
そ
上
下
の
間

に
、
物
有
り
て
間
隔
す
れ
ば
、
當
須
に
刑
法
を
用
ひ
て
之
れ
を
去
り
て
、

乃

ま

さ

は
じ
め

て
亨
通
す
る
を
得
べ
し
、
故
に
「
噬
嗑
は
亨
る
」
と
云
ふ
な
り
。

「
獄
を
用
ふ
る
に
利
あ
り
」
と
は
、
刑
を
以
て
間
隔
の
物
を
除
く
、
故
に
「
獄

を
用
ふ
る
に
利
あ
る
」
な
り
。

彖
曰
、
頤
中
有
物
、
曰
「
噬
嗑
」
。

〔
頤
中
有
物
、
齧
而
合
之
、
「
噬
嗑
」
之
義
也
。〕

[

疏]

正
義
曰
、
此
釋
「
噬
嗑
」
名
也
。
案
、
諸
卦
之
彖
、
先
標
卦
名
、
乃
後
言

＊

曰
某
卦
、
曰
同
人
、
曰
大
有
、
曰
小
畜
之
類
是
也
。
此
發
首
不
疊
卦
名
者
、
若

義
幽
隱
者
、
先
出
卦
名
、
後
更
以
卦
名
結
之
。
若
其
義
顯
露
、
則
不
先
出
卦
名
。

則
此
「
頤
中
有
物
曰
噬
嗑
」
之
類
、
其
事
可
知
、
故
不
先
出
卦
名
。
此
乃
夫
子

因
義
理
文
勢
、
隨
義
而
發
、
不
爲
例
也
。

「
乃
後
言
曰
某
卦
」

◎
廣
大
本･

嘉
業
堂
本
に
従
い
、
諸
本
の
「
復
」
字
を
改
め
る
。

彖
に
曰
は
く
、
頤
〔
あ
ご
〕
中
に
物
有
る
を
、「
噬
嗑
」
と
曰
ふ
。

い

〔
頤
中
に
物
有
り
て
、
齧
み
て
之
れ
を
合
す
る
は
、
「
噬
嗑
」
の
義
な
り
。
〕

[

疏]

正
義
に
曰
は
く
、
此
れ
「
噬
嗑
」
の
名
を
釋
す
る
な
り
。
案
ず
る
に
諸
卦

の
〈
彖
〉
は
、
先
づ
卦
名
を
標
し
、
乃
ち
後
に
「
某
卦
と
曰
ふ
」
と
言
ふ
。
「
曰

同
人
」
、
「
曰
大
有
」
、
「
曰
小
畜
」
の
類
是
れ
な
り
。
此
れ
發
首
に
卦
名
を
疊
ね

ざ
る
は
、
若
し
義
の
幽
隱
な
る
者
は
、
先
づ
卦
名
を
出
だ
し
、
後
に
更
に
卦
名

を
以
て
之
れ
を
結
ぶ
。
若
し
其
の
義
の
顯
露
な
る
は
、
則
ち
先
に
は
卦
名
を
出

だ
さ
ず
。
則
ち
此
の
「
頤
中
有
物
曰
噬
嗑
」
の
類
、
其
の
事
は
知
る
べ
し
、
故

に
先
に
は
卦
名
を
出
だ
さ
ず
。
此
れ
乃
ち
夫
子

義
理
の
文
勢
に
因
り
、
義
に
隨

ひ
て
發
す
る
に
て
、
例
と
爲
さ
ざ
る
な
り
。

噬
嗑
而
亨
。

〔
有
物
有
間
、
不
齧
不
合
、
无
由
「
亨
」
也
。
〕

[

疏]

正
義
曰
、
釋
「
亨
」
義
、
由
「
噬
嗑
」
而
得
「
亨
」
也
。

噬
み
嗑
せ
て
亨
る
。

か

あ
は

〔
物
有
り
て
間
有
り
、
齧
ま
ざ
れ
ば
合
は
ざ
る
は
、
「
亨
る
」
に
由
る
无
き
な

り
。
〕

[

疏]

正
義
に
曰
は
く
、
「
亨
」
の
義
を
釋
す
。
「
噬
嗑
」
に
由
り
て
「
亨
る
」
を

得
る
な
り
。

剛
柔
分
、
動
而
明
。
雷
電
合
而
章
。

〔
剛
柔
分
動
、
不
溷
乃
明
、
雷
電
并
合
、
不
亂
乃
章
、
皆
「
利
用
獄
」
之
義
。
〕

[

疏]

「
剛
柔
分
動
」
至
「
合
而
章
」
。

○
正
義
曰
、
釋
「
利
用
獄
」
之
義
。
剛
柔
既
分
、
不
相
溷
雜
、
故
動
而
顯
明
也
。

雷
電
既
合
、
而
不
錯
亂
、
故
事
得
彰
著
。
明
而
且
著
、
可
以
斷
獄
。
剛
柔
分
謂

＊

震
剛
在
下
、
離
柔
在
上
。
「
剛
柔
」
云
「
分
」
、
「
雷
電
」
云
「
合
」
者
、
欲
見

「
明
」
之
與
「
動
」
、
各
是
一
事
、
故
「
剛
柔
」
云
「
分
」
也
。
明
、
動
雖
各
一

事
、
相
須
而
用
、
故
「
雷
電
」
云
「
合
」
。
但
易
之
爲
體
、
取
象
既
多
。
若
取
分
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義
、
則
云
「
震
下
離
上
」
。
若
取
合
義
、
則
云
離
、
震
合
體
、
共
成
一
卦
也
。
此

釋
二
象
「
利
用
獄
」
之
義
也
。

○
注
「
剛
柔
分
動
」
至
「
用
獄
之
義
」
。

○
正
義
曰
、「
雷
電
并
合
、
不
亂
乃
章
」
者
、
彖
文
唯
云
「
雷
電
合
」
、
注
云
「
不

亂
乃
章
」
者
、
不
亂
之
文
、
以
其
上
云
「
剛
柔
分
」
。
「
剛
柔
分
」
則
是
不
亂
、

故
云
「
雷
電
并
合
、
不
亂
乃
章
」
也
。

「
故
事
得
彭
著
」

阮
校

[

補]

毛
本
「
彭
」
作
「
彰
」
。
案
「
彰
」
字
是
也
。
◎
單

疏
本･

廣
大
本･

足
利
八
行
本
は
「
彰
」
字
に
作
る
。
こ
れ
が
正
し
い
。

剛
柔

分
か
れ
、
動
き
て
明
ら
か
な
り
。
雷
電

合
し
て
章
ら
か
な
り
。

あ
き

〔
剛
柔

分
か
れ
て
動
き
、
溷
れ
ざ
れ
ば
乃
ち
明
ら
か
な
り
。
雷
電

並
び
に

み
だ

合
し
、
亂
れ
ざ
れ
ば
乃
ち
章
ら
か
な
り
。
皆
な
「
獄
を
用
ふ
る
に
利
あ
る
」

の
義
な
り
。〕

[

疏]

「
剛
柔
分
動
」
よ
り
「
合
而
章
」
に
至
る
ま
で
。

○
正
義
に
曰
は
く
、
「
獄
を
用
ふ
る
に
利
あ
り
」
の
義
を
釋
す
。
剛
柔

既
に
分

か
れ
、
相
溷
雜

せ
ず
、
故
に
動
き
て
顯
明
な
る
な
り
。
雷
電

既
に
合
し
、
而

こ
ん
ざ
つ

し
て
錯
亂
せ
ず
、
故
に
事
は
彰
著
な
る
を
得
。
明
ら
か
に
し
て
且
つ
著
は
る
る

は
、
以
て
獄
を
斷
ず
べ
し
。
「
剛
柔

分
か
る
」
と
は
〈
震
〉
剛
の
下
に
在
り
、

〈
離
〉
柔
の
上
に
在
る
を
謂
ふ
。「
剛
柔
」
に
「
分
」
と
云
ひ
、「
雷
電
」
に
「
合
」

と
云
ふ
は
、
「
明
」
と
「
動
」
と
は
、
各
お
の

是
れ
一
事
な
る
を
見
さ
ん
と
欲
し
、

し
め

故
に
「
剛
柔
」
に
「
分
」
と
云
ふ
な
り
。
「
明
」
「
動
」
は
各
お
の

一
事
な
り
と
雖

も
、
相
須
ち
て
用
ふ
、
故
に
「
雷
電
」
に
「
合
」
と
云
ふ
な
り
。

ま

但
だ
《
易
》
の
體
爲
る
、
象
を
取
る
こ
と
既
に
多
し
。
若
し
「
分
」
義
を
取

れ
ば
、
則
ち
「
〈
震
〉
下
〈
離
〉
上
」
と
云
ひ
、
若
し
「
合
」
義
を
取
れ
ば
、
則

ち
「
〈
離
〉
〈
震
〉
合
體
」
と
云
ひ
、
共
に
一
卦
を
成
す
な
り
。
此
れ
二
〈
象
〉

の
「
利
用
獄
」
の
義
を
釋
す
る
な
り
。

○
注
の
「
剛
柔
分
動
」
よ
り
「
用
獄
之
義
」
に
至
る
ま
で
。

○
正
義
に
曰
は
く
、
「
雷
電

並
び
に
合
し
、
亂
れ
ざ
れ
ば
乃
ち
章
ら
か
な
り
」

と
は
、〈
彖
〉
文
に
は
唯
だ
「
雷
電
合
」
と
云
ふ
の
み
な
る
も
、
注
に
「
亂
れ
ざ

れ
ば
乃
ち
章
ら
か
な
り
」
と
云
ふ
は
、
「
不
亂
」
の
文
、
其
の
上
に
「
剛
柔
分
」

と
云
ひ
、
「
剛
柔
分
」
と
は
則
ち
是
れ
「
不
亂
」
な
る
を
以
て
、
故
に
「
雷
電

並
び
に
合
し
、
亂
れ
ざ
れ
ば
乃
ち
章
ら
か
」
と
云
ふ
な
り
。

柔
得
中
而
上
行
、
雖
不
當
位
、
「
利
用
獄
」
也
。

〔
謂
五
也
。
能
爲
齧
合
而
通
、
必
有
其
主
、
五
則
是
也
。
「
上
行
」
謂
所
之
在

進
也
。
凡
言
「
上
行
」
、
皆
所
之
在
貴
也
。
雖
不
當
位
、
不
害
用
獄
也
。
〕

[

疏]

「
柔
得
中
」
至
「
用
獄
也
」
。

○
正
義
曰
、
此
釋
爻
有
「
利
用
獄
」
之
義
。
陰
居
五
位
、
是
「
柔
得
中
」
也
。

而
「
上
行
」
者
、
既
居
上
卦
、
意
在
向
進
、
故
云
「
上
行
」
。
其
德
如
此
。
「
雖

不
當
位
」
者
、
所
居
陰
位
、
猶
「
利
用
獄
」
也
。

＊

○
注
「
謂
五
也
」
至
「
不
害
用
獄
也
」
。

○
正
義
曰
、
凡
言
「
上
行
」
、
皆
所
之
在
貴
者
。
輔
嗣
此
注
、
恐
畏
之
適
五
位
則

＊

是
上
行
、
故
於
此
明
之
。
凡
言
「
上
行
」
、
但
所
之
在
進
、
皆
曰
「
上
行
」
、
不

是
唯
向
五
位
、
乃
稱
「
上
行
」
也
。
故
謙
卦
序
彖
云
、
「
地
道
卑
而
上
行
」
、
坤＊

體
在
上
、
故
總
云
「
上
行
」
、
不
止
五
也
。
又
損
卦
彖
云
、「
損
下
益
上
曰
上
行
。
」

＊

＊

是
減
下
而
益
上
卦
、
謂
之
「
上
行
」
、
是
亦
不
據
五
也
。
然
則
此
云
「
上
行
」
、

＊

＊

及
晉
卦
彖
云
「
上
行
」
、
既
在
五
位
而
又
稱
上
行
、
則
似
若
王
者
、
雖
見
在
尊
位
、
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猶
意
在
欲
進
、
仰
慕
三
皇
五
帝
可
貴
之
道
、
故
稱
「
上
行
」
者
也
。

「
所
居
陽
位
」

◎
ち
な
み
に
廣
大
本
・
海
保
本
は
「
陰
」
字
を
「
陽
」
字
に
作
る
。

「
恐
畏
之
適
五
位
」

◎
ち
な
み
に
廣
大
本
・
嘉
業
堂
本
は
「
畏
」
字
を
「
思
」
字
に

作
る
。

「
坤
體
在
上
」

◎
阮
刻
本
は
「
坤
」
字
の
下
に
「
道
」
字
を
衍
す
。

「
故
緫
云
上
行
不
止
也
」

阮
校

十
行
本
闕
「
故
」
字
。
閩･

監･

毛
本
如
此
。
錢
本

･

宋
本
「
止
」
下
有
「
五
」
字
。
◎
單
疏
本･

廣
大
本･

足
利
八
行
本
に
も
「
五
」
字

が
有
る
。
こ
れ
が
正
し
い
。

「
是
滅
下
云
益
上
卦
」

阮
校

[
補]

閩･

監･

毛
本
作
「
是
減
三
而
益
上
卦
」
。
案
「
減
」

字
是
也
。
「
三
而
」
兩
字
猶
誤
。
當
作
「
是
減
下
卦
益
上
卦
」
。
此
「
云
」
字
與
次

行
「
卦
」
字
正
相
並
、
互
易
而
譌
。
◎
單
疏
本･

足
利
八
行
本
は
「
是
減
三
而
益
上

、

卦
」
に
作
り
、
廣
大
本･

嘉
業
堂
本
・
海
保
本
は
「
是
減
下
而
益
上
卦
」
に
作
る
。

、

今
は
廣
大
本
等
に
従
う
。

「
及
晉
卦
彖
卦
」

阮
校

[

補]

案
下
「
卦
」
字
當
作
「
云
」
。
以
與
前
行
「
云
」
字

正
相
並
、
互
易
而
譌
也
。
◎
單
疏
本･

廣
大
本･

足
利
八
行
本
は
「
云
」
字
に
作
る
。

こ
れ
が
正
し
い
。

柔

中
を
得
て
上
り
行
く
。
位
に
當
た
ら
ず
と
雖
も
、「
獄
を
用
ふ
る
に
利
あ
る
」

な
り
。

〔
五
を
謂
ふ
な
り
。
能
く
齧
合
を
爲
し
て
通
ず
る
は
、
必
ず
其
の
主
有
り
、

五
は
則
ち
是
れ
な
り
。
「
上
行
」
と
は
之
く
所

進
む
こ
と
に
在
る
を
謂
ふ

ゆ

な
り
。
凡
そ
「
上
行
」
と
言
ふ
は
、
皆
な
之
く
所

貴
に
在
る
な
り
。
「
位

ゆ

に
當
た
ら
ず
と
雖
も
」
、
獄
を
用
ふ
る
を
害
は
ざ
る
な
り
。
〕

[

疏]

「
柔
得
中
」
よ
り
「
用
獄
也
」
に
至
る
ま
で
。

○
正
義
に
曰
は
く
、
此
れ
爻
に
「
利
用
獄
」
の
義
有
る
を
釋
す
。
陰

五
位
に
居

る
は
、
是
れ
「
柔

中
を
得
る
」
な
り
。
而
る
に
「
上
り
行
く
」
は
、
既
に
上
卦

に
居
る
に
、
意
は
向
か
ひ
進
む
に
在
り
、
故
に
「
上
り
行
く
」
と
云
ふ
な
り
。

其
の
德

此
の
如
く
ば
、
「
位
に
當
た
ら
ず
と
雖
も
」
と
は
、
居
る
所
の
陰
位
な

る
も
、
猶
ほ
「
獄
を
用
ふ
る
に
利
あ
る
」
な
り
。

○
注
の
「
謂
五
也
」
よ
り
「
不
害
用
獄
也
」
に
至
る
ま
で
。

○
正
義
に
曰
は
く
、
凡
そ
「
上
行
」
と
言
ふ
は
、
皆
な
之
く
所

貴
に
在
る
者
な

ゆ

り
。
輔
嗣
の
此
の
注
は
、
五
位
に
之
適
す
る
は
則
ち
是
れ
「
上
行
」
な
る
を
恐
畏
お

そ

る
、
故
に
此
に
於
い
て
之
れ
を
明
ら
か
に
す
。
凡
そ
「
上
行
」
と
言
ふ
は
、
但

だ
之
く
所

進
む
に
在
る
の
み
な
る
を
、
皆
な
「
上
行
」
と
曰
ひ
、
是
れ
唯
だ
に

ゆ
五
位
に
向
か
ふ
を
の
み
、
乃
ち
「
上
行
」
と
稱
せ
ざ
る
な
り
。
故
に
〈
謙
〉
卦

の
〈
序
〉
〈
彖
〉
に
「
地
道
は
卑
く
し
て
上
行
す
」
と
云
ふ
は
、
〈
坤
〉
の
體
は

上
に
在
り
、
故
に
總
じ
て
「
上
行
」
と
云
ひ
、
五
に
止
ら
ざ
る
な
り
。
又
た
〈
損
〉

か
ぎ

卦
の
〈
彖
〉
に
「
下
を
損
し
て
上
を
益
す
を
上
行
と
曰
ふ
」
と
云
ふ
は
、
是
れ

下
を
減
じ
て
上
卦
を
益
す
、
之
れ
を
「
上
行
」
と
謂
ふ
に
て
、
是
れ
も
亦
た
五

に
據
ら
ざ
る
な
り
。
然
ら
ば
則
ち
此
に
「
上
行
」
と
云
ふ
、
及
び
〈
晉
〉
卦
の

〈
彖
〉
に
「
上
行
」
と
云
ふ
は
、
既
に
五
位
に
在
り
て
又
た
「
上
行
」
と
稱
す

れ
ば
、
則
ち
王
者

見
に
尊
位
に
在
り
と
雖
も
、
猶
ほ
意
は
進
ま
ん
と
欲
す
る

げ
ん

に
在
る
が
若
き
に
似
た
り
。
三
皇
五
帝
の
貴
ぶ
べ
き
道
を
仰
慕
す
、
故
に
「
上

行
」
と
稱
す
る
者
な
り
。

象
曰
、「
雷
電
」
「
噬
嗑
」。
先
王
以
明
罰
敕
法
。

[

疏]

正
義
曰
、
「
雷
電
噬
嗑
」
者
、
但
噬
嗑
之
象
、
其
象
在
口
、
雷
電
非
噬
嗑
之
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體
、
但
「
噬
嗑
」
象
外
物
、
既
有
雷
電
之
體
、
則
雷
電
欲
取
明
罰
敕
法
、
可
畏

之
義
、
故
連
云
「
雷
電
」
也
。

象
に
曰
は
く
、
「
雷
電
」
あ
る
は
「
噬
嗑
」
な
り
。
先
王

以
て
罰
を
明
ら
か
に

し
法
を

敕

ふ
。

と
と
の

[

疏]

正
義
に
曰
は
く
、
「
雷
電
あ
る
は
噬
嗑
」
と
は
、
但
だ
「
噬
嗑
」
の
象
は
、

其
の
口
に
在
る
を
象
る
の
み
に
て
、
「
雷
電
」
は
噬
嗑
の
體
に
非
ず
。
但
だ
「
噬

嗑
」
は
外
物
に
象
り
、
既
に
雷
電
の
體
有
れ
ば
、
則
ち
雷
電
は
罰
を
明
ら
か
に

し
法
を

敕

へ
、
畏
る
べ
き
の
義
に
取
ら
ん
と
欲
す
、
故
に
連
ね
て
「
雷
電
」

と
と
の

を
云
ふ
な
り
。

初
九
、
屨
校
滅
趾
、
无
咎
。

〔
居
无
位
之
地
、
以
處
刑
初
、
受
刑
而
非
治
刑
者
也
。
凡
過
之
所
始
、
必
始

於
微
、
而
後
至
於
著
。
罰
之
所
始
、
必
始
於
薄
、
而
後
至
於
誅
。
過
輕
戮

薄
、
故
「
屨
校
滅
趾
」
、
桎
其
行
也
。
足
懲
而
已
、
故
不
重
也
。
過
而
不
改
、

乃
謂
之
過
。
小
懲
大
誡
、
乃
得
其
福
、
故
「
无
咎
」
也
。「
校
」
者
、
以
木

絞
校
者
也
、
即
械
也
、
校
者
取
其
通
名
也
。
〕

[

疏]

「
初
九
」
至
「
无
咎
」
。

○
正
義
曰
、
「
屨
校
滅
趾
」
者
、
屨
謂
著
而
履
踐
也
、
校
謂
所
施
之
械
也
。
處
刑

之
初
、
居
无
位
之
地
、
是
「
受
刑
」
之
人
、「
非
治
刑
」
之
主
。「
凡
過
之
所
始
、

必
始
於
微
」
、
積
而
不
已
、
遂
至
於
著
。
「
罰
之
所
始
」
、
必
始
於
薄
刑
、
薄
刑

之
不
已
、
遂
至
於
誅
。
在
刑
之
初
、
過
輕
戮
薄
、
必
校
之
在
足
、
足
爲
懲
誡
、

故
不
復
重
犯
。
故
校
之
在
足
、
已
沒
其
趾
、
桎
其
小
過
、
誡
其
大
惡
、
過
而
能

＊

改
、
乃
是
其
福
。
雖
復
「
滅
趾
」
、
可
謂
「
无
咎
」
、
故
言
「
屨
校
滅
趾
无
咎
」

也
。「

桎
其
小
過
」

阮
校

閩･

監･

毛
本
同
。
浦
鏜
云
「
桎
」
當
「
懲
」
字
誤
。

初
九
、
校
を
屨
き
て
趾
を
滅
る
。
咎
无
し
。

か
せ

は

あ
し

や
ぶ

〔
无
位
の
地
に
居
り
て
、
以
て
刑
の
初
に
處
る
は
、
刑
を
受
け
て
刑
を
治
む

る
者
に
非
ざ
る
な
り
。
凡
そ
過
の
始
ま
る
所
は
、
必
ず
微
に
始
ま
り
、
而

る
後
に
著
は
る
る
に
至
る
。
罰
の
始
ま
る
所
は
、
必
ず
薄
に
始
ま
り
、
而

る
後
に
誅
さ
る
る
に
至
る
。
過
は
輕
く
戮
は
薄
し
、
故
に
「
校
を
屨
き
て
趾

か
せ

は

あ
し

を
滅
る
」
は
、
其
の
行
を
桎
す
れ
ば
、
懲
ら
す
に
足
る
の
み
、
故
に
重
ね

や
ぶ

ざ
る
な
り
。
過
ち
て
改
め
ざ
れ
ば
、
乃
ち
之
れ
を
「
過
」
と
謂
ふ
。
小
し

く
懲
ら
し
大
い
に
誡
め
、
乃
ち
其
の
福
を
得
る
、
故
に
「
咎
无
き
」
な
り
。

「
校
」
は
木
を
以
て
絞
校
す
る
者
な
り
、
即
ち
械
な
り
、
「
校
」
は
其
の

か
せ

通
名
を
取
る
な
り
。
〕

[

疏]

「
初
九
」
よ
り
「
无
咎
」
に
至
る
ま
で
。

○
正
義
に
曰
は
く
、「
校
を
屨
き
て
趾
を
滅
る
」
と
は
、「
屨
」
は
著
け
て
履
み
踐

か
せ

は

あ
し

や
ぶ

く

つ

ふ

ふ

む
を
謂
ひ
、
「
校
」
は
施
す
所
の
械
を
謂
ふ
な
り
。
刑
の
初
に
處
り
、
无
位
の
地

に
居
る
は
、
是
れ
「
刑
を
受
く
る
」
の
人
に
し
て
、
刑
を
治
む
る
の
主
に
非
ず
。

「
凡
そ
過
の
始
ま
る
所
は
、
必
ず
微
に
始
ま
り
」
、
積
み
て
已
ま
ざ
れ
ば
、
遂
に

著
は
る
る
に
至
る
。
「
罰
の
始
ま
る
所
」
は
、
必
ず
薄
刑
に
始
ま
り
、
薄
く
之
れ

を
刑
し
て
已
ま
ざ
れ
ば
、
遂
に
誅
さ
る
る
に
至
る
。
刑
の
初
に
在
り
て
は
、
過

は
輕
く
戮
は
薄
く
、
必
ず
之
れ
を
校
す
る
こ
と
足
に
在
り
て
、
懲
誡
と
爲
す
に
足た

る
、
故
に
復
や
重
ね
て
犯
さ
ず
。
故
に
之
れ
を
校
す
る
こ
と
足
に
在
り
て
、
已

も
は

に
其
の
趾
を
沒
し
、
其
の
小
過
を
桎
し
、
其
の
大
惡
を
誡
め
、
過
ち
て
能
く
改
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む
る
は
、
乃
ち
是
れ
其
の
福
な
り
。
「
趾
を
滅
る
」
と
雖
復
も
、
「
无
咎
し
」
と

い
へ
ど

謂
ふ
べ
し
、
故
に
「
校
を
屨
き
て
趾
を
滅
る
。
咎
无
し
」
と
言
ふ
な
り
。

か
せ

は

あ
し

や
ぶ

象
曰
、
「
屨
校
滅
趾
」
、
不
行
也
。

〔
過
止
於
此
。〕

[

疏]

正
義
曰
、
釋
「
屨
校
滅
趾
」
之
義
。
猶
著
校
滅
沒
其
趾
也
。
小
懲
大
誡
、

故
罪
過
止
息
不
行
也
。

象
に
曰
は
く
、
「
校
を
屨
き
て
趾
を
滅
る
」
は
、
行
か
ざ
る
な
り
。

か
せ

は

あ
し

た
ぶ

〔
過

此
に
止
ま
る
な
り
。
〕

[

疏]

正
義
に
曰
は
く
、
「
校
を
屨
き
て
趾
を
滅
る
」
の
義
を
釋
す
。
猶
ほ
校
を

か
せ

は

あ
し

た
ぶ

著
け
其
の
趾
を
滅
沒
す
る
な
り
。
小
し
く
懲
ら
し
大
い
に
誡
む
、
故
に
罪
過

止

息
し
て
行
か
ざ
る
な
り
。

六
二
、
噬
膚
滅
鼻
、
无
咎
。

〔
噬
、
齧
也
。
齧
者
、
刑
克
之
謂
也
。
處
中
得
位
、
所
刑
者
當
、
故
曰
「
噬

膚
」
也
。
乘
剛
而
刑
、
未
盡
順
道
、
噬
過
其
分
、
故
「
滅
鼻
」
也
。
刑
得

所
疾
、
故
雖
「
滅
鼻
」
而
「
无
咎
」
也
。
「
膚
」
者
、
柔
脆
之
物
也
。
〕

[

疏]

正
義
曰
、
六
二
處
中
得
位
、
是
用
刑
者
。
所
刑
中
當
、
故
曰
「
噬
膚
」
。

膚
是
柔
脆
之
物
、
以
喩
服
罪
受
刑
之
人
也
。
「
乘
剛
而
刑
、
未
盡
順
道
、
噬
過
其

分
」
、
故
至
「
滅
鼻
」
、
言
用
刑
大
深
也
。
「
无
咎
」
者
、
用
刑
得
其
所
疾
、
謂

刑
中
其
理
、
故
「
无
咎
」
也
。

六
二
は
、
膚
を
噬
み
て
鼻
を
滅
す
。
咎
无
し
。

は
だ

か

つ
く

〔
「
噬
」
は
齧
な
り
。
齧
と
は
刑
を
克
く
す
る
を
之
れ
謂
ふ
な
り
。
中
に
處
り

よ

位
を
得
、
刑
す
る
所
の
者
は
當
た
る
、
故
に
「
膚
を
噬
む
」
と
曰
ふ
な
り
。

は
だ

か

剛
に
乘
り
て
刑
し
、
未
だ
順
道
を
盡
く
さ
ず
、
噬
む
こ
と
其
の
分
を
過
ぐ
、

故
に
「
鼻
を
滅
す
」
な
り
。
刑
は
疾
む
所
を
得
、
故
に
「
鼻
を
滅
す
」
と

つ
く

に
く

つ
く

雖
も
而
も
「
咎
无
き
」
な
り
。
「
膚
」
は
柔
脆
の
物
な
り
。
〕

[

疏]

正
義
に
曰
は
く
、
六
二

中
に
處
り
位
を
得
る
は
、
是
れ
刑
を
用
ふ
る
者
な

り
。
刑
す
る
所

中
に
し
て
當
た
る
、
故
に
「
膚
を
噬
む
」
と
曰
ふ
。
「
膚
」
は

は
だ

か

是
れ
柔
脆
の
物
、
以
て
罪
に
服
し
刑
を
受
く
る
の
人
に
喩
ふ
る
な
り
。

剛
に
乘
り
て
刑
し
、
未
だ
順
道
を
盡
く
さ
ず
、
噬
む
こ
と
其
の
分
を
過
ぐ
、

故
に
「
鼻
を
滅
す
」
に
至
る
な
り
。
刑
を
用
ふ
る
こ
と
大
い
に
深
き
を
言
ふ
な

つ
く

り
。
「
咎
无
し
」
と
は
、
刑
を
用
ふ
る
こ
と
其
の
疾
む
所
を
得
る
に
て
、
刑

其

に
く

の
理
に
中
た
る
を
謂
ふ
、
故
に
「
咎
无
き
」
な
り
。

象
曰
、「
噬
膚
滅
鼻
」
、
乘
剛
也
。

[

疏]

正
義
曰
、
「
乘
剛
」
者
、
釋
「
噬
膚
滅
鼻
」
之
義
。
以
其
乘
剛
、
故
用
刑
深

也
。

象
に
曰
は
く
、
「
膚
を
噬
み
て
鼻
を
滅
す
」
は
、
剛
に
乘
れ
ば
な
り
。

は
だ

か

つ
く

[
疏]
正
義
に
曰
は
く
、
「
剛
に
乘
る
」
と
は
、
「
膚
を
噬
み
て
鼻
を
滅
す
」
の
義

は
だ

か

つ
く

を
釋
す
。
其
の

剛
に
乘
る
を
以
て
、
故
に
刑
を
用
ふ
る
こ
と
深
き
な
り
。
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六
三
、
噬
腊
肉
、
遇
毒
、
小
吝
无
咎
。

〔
處
下
體
之
極
、
而
履
非
其
位
、
以
斯
食
物
、
其
物
必
堅
。
豈
唯
堅
乎
。
將

遇
其
毒
。
「
噬
」
以
喩
刑
人
、
「
腊
」
以
喩
不
服
、
「
毒
」
以
喩
怨
生
。
然

承
於
四
而
不
乘
剛
、
雖
失
其
正
、
刑
不
侵
順
、
故
雖
「
遇
毒
、
小
吝
无
咎
」
。
〕

[

疏]

正
義
曰
、
「
噬
腊
肉
」
者
、
「
腊
」
是
堅
剛
之
肉
也
。
「
毒
」
者
、
苦
惡
之

物
也
。
三
處
下
體
之
上
、
失
正
刑
人
、
刑
人
不
服
。
若
齧
其
「
腊
肉
」
。
非
但
難

＊

齧
、
亦
更
生
怨
咎
、
猶
噬
腊
而
難
入
、
復
遇
其
毒
味
然
也
。
三
以
柔
不
乘
剛
、

刑
不
侵
順
道
、
雖
有
遇
毒
之
吝
、
於
德
亦
无
大
咎
、
故
曰
、「
噬
腊
肉
遇
毒
、
小

吝
无
咎
」
也
。

「
失
政
刑
人
」

阮
校

閩･

監･

毛
本
同
。
錢
本･

宋
本
「
政
」
作
「
正
」
。
◎
單
疏
本

･

廣
大
本･

足
利
八
行
本
も
「
正
」
字
に
作
る
。
こ
れ
が
正
し
い
。

六
三
は
、
腊
肉
を
噬
み
て
、
毒
に
遇
ふ
。
小
し
く
吝
あ
り
、
咎
无
し
。

せ
き
に
く

〔
下
體
の
極
に
處
り
、
而
し
て
其
の
位
に
非
ざ
る
を
履
み
、
斯
を
以
て
物
を

食
ふ
も
、
其
の
物
は
必
ず
堅
し
。
豈
に
唯
だ
に
堅
き
の
み
な
ら
ん
や
、
將

に
其
の
毒
に
遇
は
ん
と
す
。
「
噬
」
は
以
て
人
を
刑
す
る
に
喩
へ
、
「
腊
」

は
以
て
服
せ
ざ
る
に
喩
へ
、
「
毒
」
は
以
て
怨
み
生
ず
る
に
喩
ふ
。
然
れ
ど

も
四
を
承
け
て
剛
に
乘
ら
ざ
れ
ば
、
其
の
正
を
失
ふ
と
雖
も
、
刑
は
順
を

侵
さ
ず
、
故
に
「
毒
に
遇
ふ
」
と
雖
も
「
小
し
く
吝
あ
り
て
咎
无
き
」
な

り
。
〕

[

疏]

正
義
に
曰
は
く
、「
腊
肉
を
噬
む
」
と
は
、「
腊
」
は
堅
剛
の
肉
な
り
。「
毒
」

は
苦
惡
の
物
な
り
。
三

下
體
の
上
に
處
り
、
正
を
失
ひ
人
を
刑
し
、
刑
人

服

せ
ざ
る
こ
と
、
其
の
「
腊
肉
」
を
齧
む
が
若
し
。
但
だ
に
齧
み
難
き
の
み
に
非

ご
と

ず
、
亦
た
更
に
怨
咎
を
生
ず
る
こ
と
、
猶
ほ
腊
を
噬
み
て
入
れ
難
く
、
復
た
其

の
毒
味
に
遇
ふ
が
ご
と
く
然
る
な
り
。
三
は
柔
を
以
て
剛
に
乘
ら
ず
、
刑
は
順

を
侵
さ
ず
、
毒
に
遇
ふ
の
吝
有
り
と
雖
も
、
德
に
於
い
て
亦
た
大
咎
无
し
、
故

に
「
腊
肉
を
噬
み
て
、
毒
に
遇
ふ
。
小
し
く
吝
あ
り
、
咎
无
し
」
と
曰
ふ
な
り
。

象
曰
、「
遇
毒
」
、
位
不
當
也
。

[

疏]

正
義
曰
、
「
位
不
當
」
者
、
謂
處
位
不
當
也
。

象
に
曰
は
く
、
「
毒
に
遇
ふ
」
は
、
位

當
た
ら
ざ
れ
ば
な
り
。

[

疏]

正
義
に
曰
は
く
、
「
位

當
た
ら
ず
」
と
は
、
位
に
處
る
こ
と
當
た
ら
ざ
る

を
謂
ふ
な
り
。

九
四
、
噬
乾
胏
、
得
金
矢
。
利
艱
貞
、
吉
。

〔
雖
體
陽
爻
、
爲
陰
之
主
、
履
不
獲
中
、
而
居
其
非
位
、
以
斯
噬
物
、
物
亦

不
服
、
故
曰
「
噬
乾
胏
」
也
。
金
、
剛
也
、
矢
、
直
也
。
「
噬
乾
胏
」
而
得

剛
直
、
可
以
利
於
艱
貞
之
吉
、
未
足
以
盡
通
理
之
道
也
。
〕

[

疏]

正
義
曰
、「
噬
乾
胏
」
者
、
乾
胏
是
臠
肉
之
乾
者
。
履
不
獲
中
、
居
其
非
位
、

以
斯
治
物
、
物
亦
不
服
、
猶
如
「
噬
乾
胏
」
然
也
。「
得
金
矢
」
者
、
金
、
剛
也
。

矢
、
直
也
。
雖
刑
不
能
服
物
、
而
能
得
其
剛
直
也
。
「
利
艱
貞
吉
」
者
、
既
得
剛

直
、
利
益
艱
難
、
守
貞
正
之
吉
、
猶
未
能
光
大
通
理
之
道
、
故
象
云
「
未
光
」

也
。「

而
居
其
非
位
」

阮
校

閩･

監･

毛
本
同
。
岳
本･

宋
本･

古
本･

足
利
本
「
其
非
」
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作
「
非
其
」
。
孫
志
祖
云
據
疏
、
應
作
「
居
非
其
位
」
。
◎
足
利
八
行
本
は
ま
さ
し

く
「
而
居
非
其
位
」
に
作
る
。

「
居
其
非
位
以
斯
治
物
」

阮
校

錢
本･

宋
本
「
其
非
」
作
「
非
其
」
。
閩･

監･

毛
本

「
斯
」
下
衍
「
道
」
字
。
◎
單
疏
本･

廣
大
本･

足
利
八
行
本
は
「
居
非
其
位
」
に

作
る
。

九
四
は
、
乾
胏
を
噬
み
て
、
金
矢
を
得
た
り
。
艱
貞
に
利
あ
り
、
吉
。

か
ん

し

〔
陽
爻
を
體
す
と
雖
も
、
陰
の
主
爲
り
、
履
む
こ
と
中
を
獲
ず
し
て
、
其
の

位
に
非
ざ
る
に
居
れ
ば
、
斯
を
以
て
物
を
噬
む
も
、
物
も
亦
た
服
せ
ず
、

故
に
「
乾
胏
を
噬
む
」
と
曰
ふ
な
り
。
「
金
」
は
剛
な
り
、
「
矢
」
は
直
な

か
ん

し

り
。「
乾
胏
を
噬
み
」
て
剛
直
を
得
、
以
て
艱
貞
の
吉
に
利
あ
る
べ
き
も
、

か
ん

し

未
だ
以
て
通
理
の
道
を
盡
く
す
に
足
ら
ざ
る
な
り
。
〕

[

疏]

正
義
に
曰
は
く
、
「
乾
胏
を
噬
む
」
と
は
、
乾
胏
は
是
れ
臠
肉
〔
肉
の
き
り

か
ん

し

れ
ん
に
く

み
〕
の
乾
し
た
る
者
な
り
。
履
む
こ
と
中
を
獲
ず
、
其
の
位
に
非
ざ
る
に
居
れ

ば
、
斯
を
以
て
物
を
治
む
る
も
、
物
も
亦
た
服
せ
ざ
る
こ
と
、
猶
ほ
「
乾
胏
を

か
ん

し

噬
む
」
が
如
く
然
る
な
り
。

「
金
矢
を
得
」
と
は
、
「
金
」
は
剛
な
り
、
「
矢
」
は
直
な
り
。
刑

物
を
服
す

る
能
は
ず
と
雖
も
、
而
も
能
く
其
の
剛
直
を
得
る
な
り
。

「
艱
貞
に
利
あ
り
、
吉
」
と
は
、
既
に
剛
直
を
得
、
艱
難
に
利
益
し
、
貞
正
の

吉
を
守
る
も
、
猶
ほ
未
だ
通
理
の
道
を
光
大
に
す
る
能
は
ず
、
故
に
〈
象
〉
に

「
未
だ
光
い
な
ら
ず
」
と
云
ふ
な
り
。

お
ほ

象
曰
、
「
利
艱
貞
吉
」
、
未
光
也
。

象
に
曰
は
く
、
「
艱
貞
に
利
あ
り
、
吉
」
と
は
、
未
だ
光
い
な
ら
ざ
る
な
り
。

お
ほ

六
五
、
噬
乾
肉
、
得
黃
金
、
貞
厲
无
咎
。

〔
乾
肉
、
堅
也
。
黃
、
中
也
。
金
、
剛
也
。
以
陰
處
陽
、
以
柔
乘
剛
、
以
噬

於
物
、
物
亦
不
服
、
故
曰
、
「
噬
乾
肉
」
也
。
然
處
得
尊
位
、
以
柔
乘
剛
而

居
於
中
、
能
行
其
戮
者
也
。
履
不
正
而
能
行
其
戮
、
剛
勝
者
也
。
噬
雖
不

服
、
得
中
而
勝
、
故
曰
「
噬
乾
肉
得
黃
金
」
也
。
己
雖
不
正
、
而
刑
戮
得

當
、
故
雖
「
貞
厲
」
而
「
无
咎
」
也
。
〕

[

疏]

「
象
曰
」
至
「
貞
厲
无
咎
」
。

○
正
義
曰
、
「
噬
乾
肉
」
者
、
乾
肉
、
堅
也
。
以
陰
處
陽
、
以
柔
乘
剛
、
以
此
治

罪
於
人
、
人
亦
不
服
、
如
似
「
噬
乾
肉
」
也
。「
得
黃
金
」
者
、
黃
、
中
也
。
金
、

剛
也
。
以
居
於
中
是
黃
也
、
「
以
柔
乘
剛
」
是
金
也
。
既
中
而
行
剛
、
「
能
行
其

戮
、
剛
勝
者
」
也
。
故
曰
「
得
黃
金
」
也
。
「
貞
厲
无
咎
」
者
、
己
雖
不
正
、
刑

戮
得
當
、
故
雖
貞
正
自
危
而
无
咎
害
。
位
雖
不
當
、
而
用
刑
得
當
、
故
象
云
「
得

當
」
也
。

六
五
は
、
乾
肉
を
噬
み
て
、
黃
金
を
得
た
り
。
貞
厲
な
る
と
き
は
咎
无
し
。

〔
「
乾
肉
」
は
堅
き
な
り
。
「
黃
」
は
中
な
り
。
「
金
」
は
剛
な
り
。
陰
を
以

て
陽
に
處
り
、
柔
を
以
て
剛
に
乘
り
、
物
を
噬
め
ば
、
物
も
亦
た
服
せ
ざ

る
を
以
て
、
故
に
「
乾
肉
を
噬
む
」
と
曰
ふ
な
り
。
然
れ
ど
も
處
る
こ
と

尊
位
を
得
、
柔
を
以
て
剛
に
乘
り
て
中
に
居
り
、
能
く
其
の
戮
を
行
ふ
者

な
り
。
履
む
こ
と
正
し
か
ら
ず
し
て
能
く
其
の
戮
を
行
ふ
は
、
剛

勝
つ
者
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な
り
。
噬
み
て
服
せ
ず
と
雖
も
、
中
を
得
て
勝
つ
、
故
に
「
乾
肉
を
噬
み

て
、
黃
金
を
得
」
と
曰
ふ
な
り
。
己
れ
正
し
か
ら
ず
と
雖
も
、
而
も
刑
戮

は
當
を
得
、
故
に
「
貞
厲
」
と
雖
も
而
も
「
咎
无
き
」
な
り
。〕

[

疏]

「
象
曰
」
よ
り
「
貞
厲
无
咎
」
に
至
る
ま
で
。

○
正
義
に
曰
は
く
、「
乾
肉
を
噬
む
」
と
は
、
乾
肉
は
堅
き
な
り
。
陰
を
以
て
陽

に
處
り
、
柔
を
以
て
剛
に
乘
る
は
、
此
を
以
て
罪
を
人
に
治
む
る
も
、
人
は
亦

た
服
せ
ざ
る
こ
と
、「
乾
肉
を
噬
む
」
に
似
た
る
が
如
し
。

「
黃
金
を
得
」
と
は
、
「
黃
」
は
中
な
り
。
「
金
」
は
剛
な
り
。
以
て
中
に
居

る
は
是
れ
黃
な
り
、「
柔
を
以
て
剛
に
乘
る
」
は
是
れ
金
な
り
。
既
に
中
に
し
て

剛
を
行
ふ
は
、
「
能
く
其
の
戮
を
行
し
、
剛
の
勝
つ
者
」
な
り
。
故
に
「
黃
金
を

得
」
と
曰
ふ
な
り
。

「
貞
厲
な
る
と
き
は
咎
无
し
」
と
は
、
己
れ
正
し
か
ら
ず
と
雖
も
、
而
も
刑
戮

は
當
を
得
、
故
に
貞
正
と
雖
も
、
自
ら
危
（or
厲
…
廣
大
本
）
ふ
く
し
て
咎
害

无
し
。
位

當
た
ら
ず
と
雖
も
、
而
も
刑
を
用
ふ
る
こ
と
當
を
得
、
故
に
〈
象
〉

に
「
當
を
得
」
と
云
ふ
な
り
。

象
曰
、
「
貞
厲
无
咎
」
、
得
當
也
。

象
に
曰
は
く
、
「
貞
厲
な
る
と
き
咎
无
き
」
は
、
當
を
得
れ
ば
な
り
。

上
九
、
何
校
滅
耳
、
凶
。

〔
處
罰
之
極
、
惡
積
不
改
者
也
。
罪
非
所
懲
、
故
刑
及
其
首
、
至
於
「
滅
耳
」
。

及
首
非
誡
、
「
滅
耳
」
非
懲
、
凶
莫
甚
焉
。
〕

[

疏]

「
象
曰
」
至
「
滅
耳
凶
」
。
正
義
曰
、
「
何
校
滅
耳
凶
」
者
、
「
何
」
謂
擔＊

荷
、
處
罰
之
極
、
惡
積
不
改
、
故
罪
及
其
首
、
荷
擔
枷
械
、
滅
沒
於
耳
、
以
至

＊

誅
殺
。
以
其
聰
之
不
明
、
積
惡
致
此
、
故
象
云
「
聰
不
明
」
也
。

○
注
「
處
罰
之
極
」
至
「
凶
莫
甚
焉
」
。

○
正
義
曰
、
「
罪
非
所
懲
」
者
、
言
其
惡
積
既
深
、
尋
常
刑
罪
、
非
能
懲
誡
、
故

＊

云
「
罪
非
所
懲
」
也
。
「
及
首
非
誡
、
滅
耳
非
懲
」
者
、
若
罪
未
及
首
、
猶
可
誡

懼
歸
善
也
。
罪
已
「
及
首
」
、
性
命
將
盡
、
非
復
可
誡
、
故
云
「
及
首
非
誡
」
也
。

校
既
「
滅
耳
」
、
將
欲
刑
殺
、
非
可
懲
改
、
故
云
「
滅
耳
非
懲
」
也
。

「
何
校
滅
耳
」

阮
校

石
經･

岳
本･

閩･

監･

毛
本
同
。
古
本
「
何
」
作
「
荷
」
。〈
象
〉

同
。
釋
文
「
何
校
」
本
亦
作
「
荷
」
。
下
同
。

「
何
謂
擔
荷
」

◎
廣
大
本
に
従
い
、
諸
本
の
「
檐
何
」
を
「
擔
荷
」
に
改
め
る
。
後

の
「
荷
擔
」
も
同
じ
。

「
尋
常
刑
罪
」

◎
阮
刻
本
と
廣
大
本
の
み
「
常
」
字
に
作
り
、
諸
本
は
「
當
」
字
に

作
る
。
「
常
」
字
が
正
し
い
。

上
九
は
、
校
を
何
ひ
て
耳
を
滅
る
。
凶
。

か
せ

に
な

や
ぶ

〔
罰
の
極
に
處
り
、
惡

積
ん
で
改
め
ざ
る
者
な
り
。
罪
は
懲
ら
す
所
に
非
ず
、

故
に
刑

其
の
首
に
及
び
て
、
「
滅
耳
」
に
至
る
。
首
に
及
ぶ
は
誡
む
る
に

非
ず
、「
耳
を
滅
る
」
は
懲
ら
す
に
非
ず
、
凶

焉
よ
り
甚
し
き
は
莫
し
。
〕

こ
れ

[

疏]

「
象
曰
」
よ
り
「
滅
耳
凶
」
に
至
る
ま
で
。

○
正
義
に
曰
は
く
、「
校
を
何
ひ
て
耳
を
滅
る
。
凶
」
と
は
、「
何
」
は
擔
荷
〔
に

か
せ

に
な

や
ぶ

た
ん

か

な
う
〕
を
謂
ふ
。
罰
の
極
に
處
り
、
惡

積
ん
で
改
め
ず
、
故
に
罪

其
の
首
に

及
び
、
枷
械
を
荷
擔
し
、
耳
を
滅
沒
し
、
以
て
誅
殺
に
至
る
。
其
の
聰
の
不
明
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を
以
て
、
惡
を
積
み
て
此
を
致
す
、
故
に
〈
象
〉
に
「
聰
は
不
明
」
と
云
ふ
な

り
。

○
注
の
「
處
罰
之
極
」
よ
り
「
凶
莫
甚
焉
」
に
至
る
ま
で
。

○
正
義
に
曰
は
く
、「
罪
は
懲
ら
す
所
に
非
ず
」
と
は
、
言
ふ
こ
こ
ろ
は
其
の
惡

の
積
む
こ
と
既
に
深
く
、
尋
常
の
刑
罪
は
、
能
く
懲
誡
す
る
に
非
ず
、
故
に
「
罪

は
懲
ら
す
所
に
非
ず
」
と
云
ふ
な
り
。

「
首
に
及
ぶ
は
誡
む
る
に
非
ず
、
耳
を
滅
る
は
懲
ら
す
に
非
ず
」
と
は
、
若
し

罪

未
だ
首
に
及
ば
ざ
れ
ば
、
猶
ほ
誡
懼
し
て
善
に
歸
す
べ
し
。
罪

已
に
「
首

に
及
び
」
、
性
命

將
に
盡
き
ん
と
す
る
は
、
復
や
誡
む
べ
き
に
非
ず
、
故
に
「
首

も
は

に
及
ぶ
は
誡
む
る
に
非
ず
」
と
云
ふ
な
り
。
「
校
」
し
て
既
に
「
耳
を
滅
り
」
、

將
に
刑
殺
せ
ん
と
欲
す
る
は
、
懲
改
す
べ
き
に
非
ず
、
故
に
「
耳
を
滅
る
」
は

懲
ら
す
に
非
ず
」
と
云
ふ
な
り
。

象
曰
、
「
何
校
滅
耳
」
、
聰
不
明
也
。

〔
聰
不
明
、
故
不
慮
惡
積
、
至
於
不
可
解
也
。
〕

象
に
曰
は
く
、
「
校
を
何
ひ
て
耳
を
滅
る
」
は
、
聰

不
明
な
れ
ば
な
り
。

か
せ

に
な

や
ぶ

〔
聰

不
明
な
り
、
故
に
惡
の
積
む
を
慮
ら
ず
、
解
く
べ
か
ら
ざ
る
に
至
る
な

り
。
〕

離
下

☶
☲

賁
、
亨
。
小
利
有
攸
往
。

艮
上

[

疏]

正
義
曰
、
「
賁
」
飾
也
。
以
剛
柔
二
象
交
相
文
飾
也
。
「
賁
亨
」
者
、
以
柔

來
文
剛
而
得
亨
通
、
故
曰
「
賁
亨
」
也
。
「
小
利
有
攸
往
」
者
、
以
剛
上
文
柔
、

不
得
中
正
、
故
不
能
大
有
所
往
、
故
云
「
小
利
有
攸
往
」
也
。

賁
は
、
亨
る
。
小
し
く
往
く

攸

有
る
に
利
あ
り
。

ひ

と
こ
ろ

[

疏]

正
義
に
曰
は
く
、
「
賁
」
は
飾
な
り
。
剛
柔
二
象
を
以
て
交
ご
も

相
文
飾
す
る

ひ

な
り
。
「
賁
は
亨
る
」
と
は
、
柔

來
た
り
て
剛
を
文
り
て
亨
通
す
る
を
得
る
を

か
ざ

以
て
、
故
に
「
賁
は
亨
る
」
と
曰
ふ
な
り
。

「
小
し
く
往
く
攸
有
る
に
利
あ
り
」
と
は
、
剛

上
り
て
柔
を
文
り
、
中
正
を

か
ざ

得
ざ
る
を
以
て
、
故
に
大
い
に
は
往
く
所
有
る
能
は
ず
、
故
に
「
小
し
く
往
く

攸
有
る
に
利
あ
り
」
と
云
ふ
な
り
。

彖
曰
、
「
賁
亨
」
、
柔
來
而
文
剛
、
故
「
亨
」
。
分
剛
上
而
文
柔
、
故
「
小
利
有

攸
往
」。

〔
剛
柔
不
分
、
文
何
由
生
。
故
坤
之
上
六
來
居
二
位
、「
柔
來
文
剛
」
之
義
也
。

柔
來
文
剛
、
居
位
得
中
、
是
以
「
亨
」
。
乾
之
九
二
、
分
居
上
位
、
分
剛
上

而
文
柔
之
義
也
。
剛
上
文
柔
、
不
得
中
位
、
不
若
柔
來
文
剛
、
故
「
小
利

有
攸
往
」
。
〕

[
疏]
「
彖
曰
」
至
「
有
攸
往
」
。

○
正
義
曰
、
「
賁
亨
柔
來
而
文
剛
、
故
亨
」
者
、
此
釋
「
賁
亨
」
之
義
。
不
直
言

「
賁
」
連
云
「
賁
亨
」
者
、
由
「
賁
」
而
致
亨
、
事
義
相
連
也
、
若
「
大
哉
乾
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元
」
以
「
元
」
連
「
乾
」
者
也
。
「
柔
來
而
文
剛
、
故
亨
」
、
柔
來
文
剛
、
以
文

相
飾
、
是
賁
義
也
。
相
飾
即
有
爲
亨
、
故
云
「
賁
亨
」
。
「
亨
」
之
下
不
重
、
以

「
賁
」
字
結
之
者
、
以
「
亨
」
之
與
「
賁
」
相
連
而
釋
、
所
以
「
亨
」
下
不
得

重
結
「
賁
」
字
。
分
剛
上
而
文
柔
、
故
「
小
利
有
攸
往
」
者
、
釋
「
小
利
有
攸

＊

＊

往
」
義
。
乾
體
在
下
、
今
分
乾
之
九
二
、
上
向
文
飾
坤
之
上
六
、
是
「
分
剛
上

而
文
柔
」
也
。
棄
此
九
二
之
中
、
往
居
无
位
之
地
、
棄
善
從
惡
、
往
无
大
利
、

故
「
小
利
有
攸
往
」
也
。

○
注
「
剛
柔
不
分
」
至
「
小
利
有
攸
往
」
。

○
正
義
に
曰
は
く
、
坤
之
上
六
、
何
以
來
居
二
位
不
居
於
初
三
、
乾
之
九
二
、

何
以
分
居
上
位
不
居
於
五
者
、
乾
性
剛
亢
、
故
以
己
九
二
、
上
居
坤
極
。
坤
性

＊

柔
順
、
不
爲
物
首
、
故
以
己
上
六
下
居
乾
之
二
位
也
。
且
若
柔
不
分
居
乾
二
、

剛
不
分
居
坤
極
、
則
不
得
文
明
以
止
故
也
。
又
陽
本
在
上
、
陰
本
在
下
、
應
分

剛
而
下
、
分
柔
而
上
、
何
因
分
剛
向
上
、
分
柔
向
下
者
、
今
謂
此
本
泰
卦
故
也
。

若
天
地
交
泰
、
則
剛
柔
得
交
。
若
乾
上
坤
下
、
則
是
天
地
否
閉
、
剛
柔
不
得
交
、

故
分
剛
而
上
、
分
柔
而
下
也
。

「
故
小
利
有
攸
住
」

阮
校

「
住
」
當
作
「
往
」
。
閩･

監･

毛
本
不
誤
。
錢
本･

宋
本

下
有
「
者
」
字
。
◎
單
疏
本･

廣
大
本
・
足
利
八
行
本
も
「
故
小
利
有
攸
往
者
」

に
作
る
。

「
居
坤
極
」

阮
校

閩･

監･

毛
本
同
。
錢
本･

宋
本
上
有
「
上
」
字
。
◎
單
疏
本･
廣

大
本
・
足
利
八
行
本
に
も
「
上
」
字
が
有
る
。
こ
れ
が
正
し
い
。

「
不
爲
順
首
」

阮
校

閩･

監･

毛
本
同
。
錢
本･

宋
本
「
順
」
作
「
物
」
。
◎
單
疏
本

･

廣
大
本
・
足
利
八
行
本
も
「
物
」
字
に
作
る
。
こ
れ
が
正
し
い
。

彖
に
曰
は
く
、「
賁
は
亨
る
」
と
は
、
柔

來
た
り
て
剛
を
文
る
、
故
に
「
亨
る
」
。

か
ざ

剛
を
分
か
ち
て
上
り
て
柔
を
文
る
、
故
に
「
小
し
く
往
く
攸
有
る
に
利
あ
り
」
。

か
ざ

〔
剛
柔

分
か
れ
ざ
れ
ば
、
文
は
何
に
由
り
て
生
ぜ
ん
。
故
に
〈
坤
〉
の
上
六

來
た
り
て
二
位
に
居
る
は
、
「
柔

來
た
り
て
剛
を
文
る
」
の
義
な
り
。
柔

か
ざ

來
た
り
て
剛
を
文
り
、
位
に
居
る
こ
と
中
を
得
、
是
を
以
て
「
亨
」
る
。

か
ざ

〈
乾
〉
の
九
二
、
分
か
れ
て
上
位
に
居
る
は
、
剛
を
分
か
ち
上
り
て
柔
を

文
る
の
義
な
り
。
剛

上
り
て
柔
を
文
り
、
中
位
を
得
ざ
る
は
、
柔

來
た

り
て
剛
を
文
る
に
若
か
ず
、
故
に
「
小
し
く
往
く
攸
有
る
に
利
あ
り
」
。
〕

し

[

疏]

「
彖
曰
」
よ
り
「
有
攸
往
」
に
至
る
ま
で
。

○
正
義
に
曰
は
く
、「
賁
は
亨
る
と
は
、
柔

來
た
り
て
剛
を
文
る
、
故
に
亨
る
」

か
ざ

と
は
、
此
れ
「
賁
亨
」
の
義
を
釋
す
。
直
だ
に
「
賁
」
と
言
は
ず
連
ね
て
「
賁

亨
」
と
云
ふ
は
、「
賁
」
に
由
り
て
「
亨
」
を
致
し
、
事
義

相
連
な
れ
ば
な
り
、

「
大
い
な
る
か
な
乾
元
」
の
「
元
」
を
以
て
「
乾
」
に
連
ぬ
る
が
若
き
者
な
り
。

ご
と

「
柔

來
た
り
て
剛
を
文
る
、
故
に
亨
る
」
と
は
、
柔

來
た
り
て
剛
を
文
り
、

か
ざ

か
ざ

文
を
以
て
相
飾
る
は
、
是
れ
「
賁
」
の
義
な
り
。
相
飾
る
は
即
ち
亨
る
を
爲
す

有
り
、
故
に
「
賁
は
亨
る
」
と
云
ふ
。

「
亨
」
の
下
に
重
ね
ず
、
「
賁
」
字
を
以
て
之
れ
を
結
ぶ
は
、
「
亨
」
と
「
賁
」

と
相
連
ね
て
釋
す
る
を
以
て
、
所
以
に
「
亨
」
の
下
に
重
ね
て
「
賁
」
字
を
結

ぶ
を
得
ず
。
剛
を
分
か
ち
て
上
り
て
柔
を
文
る
。
故
に
「
小
し
く
往
く
攸
有
る

に
利
あ
り
」
と
は
、
「
小
し
く
往
く
攸
有
る
に
利
あ
り
」
の
義
を
釋
す
。
〈
乾
〉

體

下
に
在
り
、
今
〈
乾
〉
の
九
二
を
分
か
ち
、
上
に
向
か
ひ
て
〈
坤
〉
の
上
六

を
文
飾
す
る
は
、
是
れ
「
剛
を
分
か
ち
て
上
り
て
柔
を
文
る
」
な
り
。
此
の
九

二
の
中
を
棄
て
て
、
无
位
の
地
に
往
居
し
、
善
を
棄
て
て
惡
に
從
ひ
、
往
き
て

大
利
无
し
、
故
に
「
小
し
く
往
く
攸
有
る
に
利
あ
る
」
な
り
。

○
注
の
「
剛
柔
不
分
」
よ
り
「
小
利
有
攸
往
」
に
至
る
ま
で
。
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○
正
義
に
曰
は
く
、〈
坤
〉
の
上
六
、
何
を
以
て
來
た
り
て
二
位
に
居
り
、
初
・

三
に
居
ら
ず
、
〈
乾
〉
の
九
二
、
何
を
以
て
分
か
れ
て
上
位
に
居
り
、
五
に
居
ら

ず
と
な
れ
ば
、
〈
乾
〉
の
性
は
剛
亢
、
故
に
己
の
九
二
を
以
て
、
上
り
て
〈
坤
〉

の
極
に
居
り
、
〈
坤
〉
の
性
は
柔
順
、
物
の
首
と
爲
ら
ず
、
故
に
己
の
上
六
を
以

て
下
り
て
〈
乾
〉
の
二
位
に
居
れ
ば
な
り
。
且
つ
若
し
柔

〈
乾
〉
の
二
に
分
居

も

せ
ず
、
剛

〈
坤
〉
の
極
に
分
居
せ
ざ
れ
ば
、
則
ち
「
文
明
以
て
止
ま
る
」
こ
と

を
得
ざ
る
が
故
な
り
。
又
た
陽
は
本
と
上
に
在
り
、
陰
は
本
と
下
に
在
り
、
應ま
さ

に
剛
を
分
か
ち
て
下
り
、
柔
を
分
か
ち
て
上
る
べ
し
。
何
に
因
り
て
剛
を
分
か

ち
て
上
に
向
か
ひ
、
柔
を
分
か
ち
て
下
に
向
か
ふ
者
な
ら
ん
や
。
今

此
を
謂
ふ

は
〈
泰
〉
卦
に
本
づ
く
が
故
な
り
。
若
し
天
地

交
泰
す
れ
ば
、
則
ち
剛
柔

交

も

る
を
得
。
若
し
〈
乾
〉
上
り
〈
坤
〉
下
れ
ば
、
則
ち
是
れ
天
地

否
閉
し
、
剛
柔

交
る
を
得
ず
、
故
に
剛
を
分
か
ち
て
上
り
、
柔
を
分
か
ち
て
下
る
な
り
。

剛
柔
交
錯
、
天
文
也
。

〔
剛
柔
交
錯
而
成
文
焉
、
天
之
文
也
。
〕

[

疏]

正
義
曰
、
天
之
爲
體
、
二
象
剛
柔
、
剛
柔
交
錯
成
文
、
是
天
文
也
。

剛
柔

交
錯
す
る
は
、
天
文
な
り
。

〔
剛
柔

交
錯
し
て
文
を
成
す
は
、
天
の
文
な
り
。
〕

[

疏]

正
義
に
曰
は
く
、
天
の
體
爲
る
、
二
は
剛
柔
に
象
り
、
剛
柔

交
錯
し
て
文

を
成
す
は
、
是
れ
天
の
文
な
り
。

文
明
以
止
、
人
文
也
。

〔
止
物
不
以
威
武
而
以
文
明
、
人
之
文
也
。
〕

[

疏]

正
義
曰
、
文
明
、
離
也
。
以
止
、
艮
也
。
用
此
文
明
之
道
、
裁
止
於
人
、

是
人
之
文
德
之
教
、
此
賁
卦
之
象
。
既
有
天
文
、
人
文
、
欲
廣
美
天
文
、
人
文

之
義
、
聖
人
用
之
以
治
於
物
也
。

文
明

以
て
止
ま
る
は
、
人
文
な
り
。

〔
物
を
止
む
る
に
威
武
を
以
て
せ
ず
し
て
文
明
を
以
て
す
る
は
、
人
の
文
な

り
。
〕

[

疏]

正
義
に
曰
は
く
、
「
文
明
」
は
〈
離
〉
な
り
。
「
以
て
止
ま
る
」
は
〈
艮
〉

な
り
。
此
の
「
文
明
」
の
道
を
用
ひ
て
、
人
を
裁
止
す
る
は
、
是
れ
人
の
文
德

の
教
へ
な
り
。
此
の
〈
賁
〉
卦
の
象
に
は
、
既
に
「
天
文
」
「
人
文
」
有
り
て
、

廣
く
「
天
文
」
「
人
文
」
の
義
を
美
み
せ
ん
と
欲
し
、
聖
人

之
れ
を
用
ひ
て
、

よ

以
て
物
を
治
む
る
な
り
。

觀
乎
天
文
、
以
察
時
變
。
觀
乎
人
文
、
以
化
成
天
下
。

〔
解
天
之
文
、
則
時
變
可
知
也
。
解
人
之
文
、
則
化
成
可
爲
也
。
〕

[

疏]

正
義
曰
、
「
觀
乎
天
文
、
以
察
時
變
」
者
、
言
聖
人
當
觀
視
天
文
、
剛
柔
交

錯
、
相
飾
成
文
、
以
察
四
時
變
化
。
若
四
月
純
陽
用
事
、
陰
在
其
中
、
靡
草
死

也
。
十
月
純
陰
用
事
、
陽
在
其
中
、
齊
麥
生
也
。
是
觀
剛
柔
而
察
時
變
也
。
「
觀

乎
人
文
以
化
成
天
下
」
者
、
言
聖
人
觀
察
人
文
、
則
詩
・
書
・
禮
・
樂
之
謂
。

當
法
此
教
而
「
化
成
天
下
」
也
。

「
觀
天
之
文
則
時
變
可
知
也
觀
人
之
文
則
化
成
可
爲
也
」

阮
校

閩･

監･

毛
本
同
。
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岳
本･

宋
本･

古
本･

足
利
本
二
「
觀
」
字
作
「
解
」
。
古
本
「
爲
」
作
「
知
」
。
釋

文
出
「
解
天
」
、
音
蟹
、
下
同
。
◎
足
利
八
行
本
は
「
解
」
字
「
爲
」
字
に
作
る
。

こ
れ
に
従
う
。

「
齊
麥
生
也
」

阮
校

閩･

監･

毛
本
同
。
錢
本･

宋
本
「
齊
」
作
「
薺
」
是
也
。
◎

單
疏
本･
廣
大
本
・
足
利
八
行
本
も
「
薺
」
字
に
作
る
。
こ
れ
が
正
し
い
。

天
文
を
觀
て
、
以
て
時
變
を
察
し
。
人
文
を
觀
て
、
以
て
天
下
を
化
成
す
。

〔
天
の
文
を
解
す
れ
ば
、
則
ち
時
變
は
知
る
べ
き
な
り
。
人
の
文
を
解
す
れ

ば
、
則
ち
化
成

爲
す
べ
き
な
り
。〕

[

疏]

正
義
に
曰
は
く
、
「
天
文
を
觀
て
、
以
て
時
變
を
察
す
」
と
は
、
言
ふ
こ
こ

ろ
は
聖
人
は
當
に
天
文
の
、
剛
柔

交
錯
し
、
相
飾
り
て
文
を
成
す
を
觀
視
し
、

ま
さ

以
て
四
時
の
變
化
を
察
す
べ
し
。
四
月
に
純
陽

事
を
用
ひ
、
陰

其
の
中
に
在

り
、
靡
草
〔
風
に
靡
く
よ
う
な
枝
葉
の
細
か
い
草
〕
の
死
れ
、
十
月
に
純
陰

事
を

び

さ
う

な
び

か

用
ひ
、
陽

其
の
中
に
在
り
、
薺
麥
〔
な
づ
な
と
む
ぎ
〕
の
生
ず
る
が
若
く
、
是

せ
い
ば
く

ご
と

れ
剛
柔
を
觀
て
時
變
を
察
す
る
な
り
。

「
人
文
を
觀
て
、
以
て
天
下
を
化
成
す
」
と
は
、
言
ふ
こ
こ
ろ
は
聖
人

人
文

を
觀
察
す
る
は
、
《
詩
》
《
書
》
《
禮
》
《
樂
》
に

則

る
を
之
れ
謂
ふ
。
當
に
此

の
つ
と

ま
さ

の
教
へ
に
法
り
て
「
天
下
を
化
成
す
」
べ
き
な
り
。

象
曰
、
山
下
有
火
、
賁
。
君
子
以
明
庶
政
、
无
敢
折
獄
。

〔
處
賁
之
時
、
止
物
以
文
明
、
不
可
以
威
刑
、
故
「
君
子
以
明
庶
政
」
、
而
「
无

敢
折
獄
」
。
〕

[

疏]

正
義
曰
、
「
山
下
有
火
賁
」
者
、
欲
見
火
上
照
山
、
有
光
明
文
飾
也
。
又
取

山
含
火
之
光
明
、
象
君
子
内
含
文
明
、
以
理
庶
政
、
故
云
「
山
下
有
火
賁
」
也
。

＊

「
以
明
庶
政
」
者
、
用
此
文
章
明
達
以
治
理
庶
政
也
。
「
无
敢
折
獄
」
者
、
勿
得

直
用
果
敢
、
折
斷
訟
獄
。

「
故
云
山
有
火
賁
也
」

阮
校

[

補]

毛
本
作
「
山
下
有
火
賁
也
」
。
案
所
加
是
也
。

◎
單
疏
本･

廣
大
本
・
足
利
八
行
本
に
も
「
下
」
字
が
有
る
。

象
に
曰
は
く
、
山
下
に
火
有
る
は
、
賁
な
り
。
君
子

以
て
庶
政
を
明
ら
か
に
し
、

敢
へ
て
獄
を
折
む
る
こ
と
无
し
。

さ
だ

〔
〈
賁
〉
の
時
に
處
り
、
物
を
止
む
る
に
文
明
を
以
て
し
、
威
刑
を
以
て
す
べ

か
ら
ず
、
故
に
「
君
子

以
て
庶
政
を
明
ら
か
に
し
」
、
而
し
て
「
敢
へ
て

獄
を
折
む
る
こ
と
无
し
」
。
〕

さ
だ

[

疏]

正
義
に
曰
は
く
、
「
山
下
に
火
有
る
は
賁
な
り
」
と
は
、
火

上
り
て
山
を

照
ら
し
、
光
明
の
文
飾
有
る
を
見
さ
ん
と
欲
す
る
な
り
。
又
た
山
の

火
の
光

し
め

明
を
含
む
こ
と
、
君
子
の

内
に
文
明
を
含
み
て
、
以
て
庶
政
を
理
む
る
に
象

を
さ

る
に
取
る
、
故
に
「
山
下
に
火
有
る
は
賁
」
と
云
ふ
な
り
。

「
以
て
庶
政
を
明
ら
か
に
す
」
と
は
、
此
の
文
章
の
明
達
を
用
ひ
て
以
て
庶
政

を
治
理
す
る
な
り
。
「
敢
へ
て
獄
を
折
む
る
こ
と
无
し
」
と
は
、
直
だ
に
果
敢

さ
だ

を
用
ひ
て
訟
獄
を
折
斷
す
る
を
得
る
勿
し
。

初
九
、
賁
其
趾
。
舍
車
而
徒
。

〔
在
賁
之
始
、
以
剛
處
下
、
居
於
无
位
、
棄
於
不
義
、
安
夫
徒
步
以
從
其
志

者
也
。
故
飾
其
趾
、
舍
車
而
徒
、
義
弗
乘
之
謂
也
。
〕

[

疏]

正
義
曰
、
在
賁
之
始
、
以
剛
處
下
、
居
於
无
位
之
地
、
乃
棄
於
不
義
之
車
、

周易正義訓讀 ―噬嗑卦・賁卦―（野間）



46

而
從
有
義
之
徒
步
、
故
云
「
舍
車
而
徒
」
。
以
其
志
行
高
潔
、
不
苟
就
輿
乘
、
是

以
義
不
肯
乘
、
故
象
云
「
義
弗
乘
」
也
。

初
九
は
、
其
の
趾
を
賁
る
。
車
を
舍
き
て

徒

く
。

あ
し

か
ざ

お

か
ち
あ
る

〔
〈
賁
〉
の
始
に
在
り
、
剛
を
以
て
下
に
處
り
、
无
位
に
居
り
、
不
義
を
棄
て
、
夫か

の
徒
步
に
安
ん
じ
て
以
て
其
の
志
に
從
ふ
者
な
り
。
故
に
其
の
趾
を
飾
り
、

車
を
舍
き
て

徒

き
し
、
義
と
し
て
乘
ら
ざ
る
を
之
れ
謂
ふ
な
り
。
〕

か
ち
あ
る

[

疏]

正
義
に
曰
は
く
、
〈
賁
〉
の
始
に
在
り
、
剛
を
以
て
下
に
處
り
、
无
位
の
地

に
居
り
、
乃
ち
不
義
の
車
を
棄
て
て
、
有
義
の
徒
步
に
從
ふ
、
故
に
「
車
を
舍お

き
て

徒

く
」
と
云
ふ
。
其
の
志
行
の
高
潔
な
る
を
以
て
、
苟
し
く
も
輿
乘
に
就

か
ち
あ
る

つ

か
ず
、
是
を
以
て
義
と
し
て
肯
へ
て
乘
ら
ず
、
故
に
〈
象
〉
に
「
義
と
し
て
乘

ら
ず
」
と
云
ふ
な
り
。

象
曰
、
「
舍
車
而
徒
」
、
義
弗
乘
也
。

象
に
曰
は
く
、
「
車
を
舍
き
て

徒

く
」
は
、
義
と
し
て
乘
ら
ざ
る
な
り
。

お

か
ち
あ
る

六
二
、
賁
其
須
。

〔
得
其
位
而
无
應
、
三
亦
无
應
、
俱
无
應
而
比
焉
、
近
而
相
得
者
也
。
「
須
」

之
爲
物
、
上
附
者
也
。
循
其
所
履
以
附
於
上
、
故
曰
「
賁
其
須
」
也
。
〕

[

疏]

正
義
曰
、
「
賁
其
須
」
者
、
須
是
上
附
於
面
、
六
二
常
上
附
於
三
、
若
似
賁

＊

飾
其
須
也
。
循
其
所
履
、
以
附
於
上
、
與
上
同
爲
興
起
、
故
象
云
「
與
上
興
」

也
。「

須
是
上
須
於
面
」

阮
校

[

補]

毛
本
下
「
須
」
字
作
「
附
」
。
案
「
附
」
字
是
也
。

◎
單
疏
本･

廣
大
本
・
足
利
八
行
本
も
「
附
」
字
に
作
る
。
こ
れ
が
正
し
い
。

六
二
は
、
其
の
須
を
賁
る
。

ひ
げ

か
ざ

〔
其
の
位
を
得
て
應
无
く
、
三
も
亦
た
應
无
く
、
俱
に
應
无
く
し
て
焉
に
比

し
、
近
く
し
て
相
得
る
者
な
り
。
「
須
」
の
物
爲
る
、
上
に
附
く
者
な
り
。

其
の
履
む
所
に
循
ひ
、
以
て
上
に
附
く
、
故
に
「
其
の
須
を
賁
る
」
と
曰

ひ
げ

か
ざ

ふ
な
り
。
〕

[

疏]

正
義
に
曰
は
く
、
「
其
の
須
を
賁
る
」
と
は
、
「
須
」
は
是
れ
上

面
に
附

ひ
げ

か
ざ

く
。
六
二
は
常
に
上
に
三
に
附
く
こ
と
、
其
の
須
を
賁
飾
す
る
に
似
た
る
が
若ご
と

き
な
り
。
其
の
履
む
所
に
循
ひ
、
以
て
上
に
附
き
、
上
と
同
じ
く
興
起
を
爲
す
、

故
に
〈
象
〉
に
「
上
と
興
る
」
と
云
ふ
な
り
。

象
曰
、「
賁
其
須
」
、
與
上
興
也
。

象
に
曰
は
く
、
「
其
の
須
を
賁
る
」
は
、
上
と
興
る
な
り
。

ひ
げ

か
ざ

九
三
、
賁
如
濡
如
。
永
貞
吉
。

〔
處
下
體
之
極
、
居
得
其
位
、
與
二
相
比
、
俱
履
其
正
、
和
合
相
潤
、
以
成

其
文
者
也
。
既
得
其
飾
、
又
得
其
潤
、
故
曰
「
賁
如
濡
如
」
也
。
永
保
其

貞
、
物
莫
之
陵
、
故
曰
「
永
貞
吉
」
也
。
〕
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[

疏]

正
義
曰
、
「
賁
如
濡
如
」
者
、
賁
如
、
華
飾
之
貌
。
濡
如
、
潤
澤
之
理
。
居

得
其
位
、
與
二
相
比
、
和
合
文
飾
、
而
有
潤
澤
、
故
曰
、
「
賁
如
濡
如
」
。
其
美

如
此
、
長
保
貞
吉
、
物
莫
之
陵
、
故
象
云
「
永
貞
之
吉
、
終
莫
之
陵
」
也
。

九
三
は
、
賁
如
た
り
濡
如
た
り
。
永
貞
な
れ
ば
吉
。

ひ

じ
ょ

じ
ゅ
じ
ょ

〔
下
體
の
極
に
處
り
、
居
る
こ
と
其
の
位
を
得
、
二
と
相
比
し
、
俱
に
其
の

正
を
履
み
、
和
合
し
て
相
潤
し
、
以
て
其
の
文
を
成
す
者
な
り
。
既
に
其

の
飾
を
得
て
、
又
た
其
の
潤
を
得
、
故
に
「
賁
如
た
り
濡
如
た
り
」
と
曰

ふ
な
り
。
永
く
其
の
貞
を
保
ち
、
物

之
れ
を
陵
ぐ
も
の
莫
し
、
故
に
「
永

貞
な
れ
ば
吉
」
と
曰
ふ
な
り
。
〕

[

疏]

正
義
に
曰
は
く
、「
賁
如
た
り
濡
如
た
り
」
と
は
、「
賁
如
」
は
華
飾
の
貌
、

「
濡
如
」
は
潤
澤
の
理
な
り
。
居
る
こ
と
其
の
位
を
得
、
二
と
相
比
し
、
和
合

し
て
文
飾
し
、
而
し
て
潤
澤
有
り
、
故
に
「
賁
如
た
り
濡
如
た
り
」
と
曰
ふ
。

其
の
美

此
の
如
く
、
長
く
貞
吉
を
保
ち
、
物

之
れ
を
陵
ぐ
も
の
莫
し
、
故
に

し
の

〈
象
〉
に
「
永
貞
の
吉
は
、
終
に
之
れ
を
陵
ぐ
も
の
莫
し
」
と
云
ふ
な
り
。

し
の

象
曰
、
「
永
貞
」
之
「
吉
」
、
終
莫
之
陵
也
。

象
に
曰
は
く
、
「
永
貞
」
の
「
吉
」
は
、
終
に
之
れ
を
陵
ぐ
も
の
莫
け
れ
ば
な

し
の

り
。

六
四
、
賁
如
皤
如
、
白
馬
翰
如
。
匪
寇
、
婚
媾
。

〔
有
應
在
初
而
閡
於
三
、
爲
己
寇
難
、
二
志
相
感
、
不
獲
通
亨
。
欲
靜
則
欽＊

初
之
應
、
欲
進
則
懼
三
之
難
、
故
或
飾
或
素
、
内
懷
疑
懼
也
。
鮮
潔
其
馬
、

「
翰
如
」
以
待
、
雖
履
正
位
、
未
敢
果
其
志
也
。
三
爲
剛
猛
、
未
可
輕
犯
、

匪
寇
乃
婚
、
終
无
尤
也
。
〕

[

疏]

「
象
曰
永
貞
之
吉
」
至
「
匪
寇
婚
媾
」
。

○
正
義
曰
、「
賁
如
皤
如
」
者
、
皤
是
素
白
之
色
。
六
四
有
應
在
初
、
欲
往
從
之
、

三
爲
已
難
、
故
已
猶
豫
。
或
以
文
飾
、
故
「
賁
如
」
也
。
或
守
質
素
、
故
「
皤

＊

如
」
也
。
「
白
馬
翰
如
」
者
、
但
鮮
潔
其
馬
、
其
色
「
翰
如
」
、
徘
徊
待
之
、
未

敢
輒
進
也
。
「
匪
寇
婚
媾
」
者
、
若
非
九
三
爲
己
寇
害
、
乃
得
與
初
爲
婚
媾
也
。

「
欲
靜
則
疑
初
之
應
」

阮
校

閩･

監･

毛
本
同
。
集
解
「
疑
」
作
「
失
」
。
岳
本･

宋

本･

古
本･

足
利
本
作
「
欽
」
。
◎
足
利
八
行
本
は
「
欽
」
字
に
作
る
。
こ
れ
に
従

う
。

「
或
以
文
飾
」

◎
阮
刻
本
は
「
飾
」
字
を
「
潔
」
字
に
誤
刻
す
る
。

六
四
は
、
賁
如
た
り
皤
如
た
り
、
白
馬
は
翰
如
た
り
。
寇
す
る
に
匪
ず
、
婚
媾

ひ

じ
ょ

は
ん
じ
ょ

か
ん
じ
ょ

あ
だ

あ
ら

こ
ん
こ
う

せ
ん
と
す
。

〔
應

初
に
在
る
有
り
て
三
に
閡
た
り
、
己
が
寇
難
と
爲
り
、
二
志

相
感
じ
、

へ
だ

通
亨
す
る
を
獲
ず
。
靜
か
な
ら
ん
と
欲
す
れ
ば
則
ち
初
の
應
を

欽

み
、

つ
つ
し

進
ま
ん
と
欲
す
れ
ば
則
ち
三
の
難
を
懼
る
、
故
に
或
い
は
飾
り
或
い
は
素

に
し
、
内
に
疑
懼
を
懷
く
な
り
。
其
の
馬
を
鮮
潔
に
し
、
「
翰
如
」
と
し
て

以
て
待
ち
、
正
位
を
履
む
と
雖
も
、
未
だ
敢
へ
て
其
の
志
を
果
た
さ
ざ
る

な
り
。
三
は
剛
猛
爲
れ
ば
、
未
だ
輕
が
る
し
く
は
犯
す
べ
か
ら
ず
、
寇
す

あ
だ

る
に
匪
ず
乃
ち
婚
し
、
終
に
尤
无
き
な
り
。
〕

あ
ら

[

疏]

「
象
曰
永
貞
之
吉
」
よ
り
「
匪
寇
婚
媾
」
に
至
る
ま
で
。
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○
正
義
に
曰
は
く
、
「
賁
如
た
り
皤
如
た
り
」
と
は
、
「
皤
」
是
れ
素
白
の
色
な

ひ

じ
ょ

は
ん
じ
ょ

り
。
六
四
は
應

初
に
在
る
有
り
て
、
往
き
て
之
れ
に
從
は
ん
と
欲
し
、
三

己

の
難
と
爲
る
、
故
に
己
れ
猶
豫
す
。
或
い
は
文
を
以
て
飾
る
、
故
に
「
賁
如
」

た
る
な
り
。
或
い
は
質
素
を
守
る
、
故
に
「
皤
如
」
た
る
な
り
。

「
白
馬
は
翰
如
た
り
」
と
は
、
但
だ
其
の
馬
を
鮮
潔
に
す
る
の
み
に
て
、
其
の

色
は
「
翰
如
」
と
し
て
、
徘
徊
し
て
之
れ
を
待
ち
、
未
だ
敢
へ
て

輒

く
は
進

た
や
す

ま
ざ
る
な
り
。

「
寇
す
る
に
匪
ず
、
婚
媾
せ
ん
と
す
」
と
は
、
若
し
九
三

己
が
寇
害
と
爲
る

あ
だ

あ
ら

こ
ん
こ
う

に
非
ざ
れ
ば
、
乃
ち
初
と
婚
媾
を
爲
す
を
得
る
な
り
。

象
曰
、
六
四
當
位
、
疑
也
。
「
匪
寇
、
婚
媾
」
、
終
无
尢
也
。

[

疏]

正
義
曰
、
「
六
四
當
位
疑
」
者
、
以
其
當
位
、
得
與
初
爲
應
、
但
礙
於
三
、

故
遲
疑
也
。
若
不
當
位
、
則
與
初
非
應
、
何
須
欲
往
而
致
遲
疑
也
。「
匪
寇
婚
媾
、

終
无
尢
」
者
、
釋
「
匪
寇
婚
媾
」
之
義
。
若
待
匪
有
寇
難
、
乃
爲
婚
媾
、
則
終

＊

无
尢
過
。
若
犯
寇
難
而
爲
婚
媾
、
則
終
有
尢
也
。

「
若
待
匪
有
寇
難
」

◎
ち
な
み
に
廣
大
本
・
海
保
本
は
「
待
」
字
を
「
得
」
字
に
作

る
。

象
に
曰
は
く
、
六
四
は
位
に
當
た
る
こ
と
疑
は
し
き
な
り
。「
寇
す
る
に
匪
ず
、

あ
だ

あ
ら

婚
媾
せ
ん
と
し
」
、
終
に
尢
无
き
な
り
。

こ
ん
こ
う

と
が

[

疏]

正
義
に
曰
は
く
、
「
六
四
は
位
に
當
た
る
こ
と
疑
は
し
」
と
は
、
其
の
位
に

當
た
る
を
以
て
、
初
と
應
を
爲
す
を
得
る
も
、
但
だ
三
に

礙

げ
ら
る
、
故
に

さ
ま
た

遲
疑
す
る
な
り
。
若
し
位
に
當
た
ら
ず
ん
ば
、
則
ち
初
と
應
ず
る
に
非
ざ
れ
ば
、

何
ぞ
往
か
ん
と
欲
し
て
遲
疑
を
致
す
を
須
た
ん
や
。

ま

「
寇
す
る
に
匪
ず
、
婚
媾
せ
ん
と
し
、
終
に
尢
无
し
」
と
は
、「
寇
す
る
に
匪

あ
だ

あ
ら

こ
ん
こ
う

と
が

あ
だ

あ
ら

ず
」
の
義
を
釋
す
。
若
し
寇
難
有
る
に
匪
ざ
る
を
待
ち
て
、
乃
ち
婚
媾
を
爲
せ

ば
、
則
ち
終
に
尢
過
无
し
。
若
し
寇
難
を
犯
し
て
婚
媾
を
爲
せ
ば
、
則
ち
終
に

尢
有
る
な
り
。

六
五
、
賁
于
丘
園
、
束
帛
戔
戔
。
吝
、
終
吉
。

〔
處
得
尊
位
、
爲
飾
之
主
、
飾
之
盛
者
也
。
施
飾
於
物
、
其
道
害
也
。
施
飾

丘
園
、
盛
莫
大
焉
、
故
賁
于
束
帛
、
丘
園
乃
落
、
賁
于
丘
園
、
帛
乃
「
戔

＊

＊

戔
」
。
用
莫
過
儉
、
泰
而
能
約
、
故
必
「
吝
」
焉
、
乃
得
「
終
吉
」
也
。
〕

[

疏]

「
六
五
賁
于
丘
園
」
至
「
終
吉
」
。

○
正
義
曰
、
「
賁
于
丘
園
」
者
、
丘
園
是
質
素
之
處
。
六
五
「
處
得
尊
位
、
爲
飾

之
主
」
。
若
能
施
飾
在
於
質
素
之
處
、
不
華
侈
費
用
、
則
所
束
之
帛
、
「
戔
戔
」

衆
多
也
。「
吝
終
吉
」
者
、
初
時
儉
約
、
故
是
其
「
吝
」
也
。
必
儉
約
之
「
吝
」
、

乃
得
「
終
吉
」
、
而
有
喜
也
。
故
象
云
「
六
五
之
吉
、
有
喜
」
也
。

○
注
「
處
得
尊
位
」
至
「
乃
得
終
吉
也
」
。

○
正
義
曰
、
「
爲
飾
之
主
、
飾
之
盛
者
」
、
若
宮
室
輿
服
之
屬
、
五
爲
飾
主
。
若

施
設
華
飾
在
於
輿
服
宮
館
之
物
、
則
大
道
損
害
也
。「
施
飾
丘
園
盛
莫
大
焉
」
者
、

丘
謂
丘
墟
、
園
謂
園
圃
。
唯
草
木
所
生
、
是
質
素
之
處
、
非
華
美
之
所
。
若
能

施
飾
、
每
事
質
素
、
與
丘
園
相
似
、
「
盛
莫
大
焉
」
。
故
「
賁
於
束
帛
、
丘
園
乃

落
」
者
、
束
帛
、
財
物
也
。
舉
束
帛
言
之
、
則
金
銀
珠
玉
之
等
皆
是
也
。
若
賁

飾
於
此
束
帛
珍
寶
、
則
素
質
之
道
乃
隕
落
、
故
云
「
丘
園
乃
落
」
也
。
「
賁
於
丘

園
、
帛
乃
戔
戔
」
者
、
設
飾
在
於
丘
園
質
素
之
所
、
則
不
縻
費
財
物
、
束
帛
乃

＊
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「
戔
戔
」
衆
多
也
。
諸
儒
以
爲
若
賁
飾
束
帛
、
不
用
聘
士
、
則
丘
園
之
士
乃
落

＊

＊

＊

也
。
若
賁
飾
丘
園
之
士
與
之
、
故
束
帛
乃
「
戔
戔
」
也
。
諸
家
注
易
、
多
爲
此

解
。
但
今
案
、
輔
嗣
之
注
全
无
聘
賢
之
意
、
且
爻
之
與
象
、
亦
无
待
士
之
文
。

輔
嗣
云
、
「
用
莫
過
儉
、
泰
而
能
約
、
故
必
吝
焉
、
乃
得
終
吉
。
」
此
則
普
論
爲

國
之
道
、
不
尚
華
侈
、
而
貴
儉
約
也
。
若
從
先
師
、
唯
用
束
帛
招
聘
丘
園
、
以

儉
約
待
賢
、
豈
其
義
也
。
所
以
漢
聘
隱
士
、
或
乃
用
羔
雁
玄
纁
、
蒲
輪
駟
馬
、

豈
止
「
束
帛
」
之
間
、
而
云
儉
約
之
事
。
今
觀
注
意
、
故
爲
此
解
耳
。

「
賁
于
丘
園
帛
乃
戔
戔
」

阮
校

岳
本･

閩･

監･

毛
本
同
。
宋
本
「
園
」
作
「
束
」
、

古
本･

足
利
本
「
帛
」
上
有
「
束
」
字
。
◎
足
利
八
行
本
は
「
賁
于
丘
帛
乃
戔
戔
」

に
作
る
。
今
は
阮
刻
本
の
ま
ま
と
す
る
。

「
用
不
士
費
財
物
」

阮
校

宋
本
「
用
不
士
」
作
「
則
不
靡
」
。
閩
本
作
「
則
不
縻
」
、

監･

毛
本
作
「
則
不
糜
」
。
◎
單
疏
本･

廣
大
本
は
「
縻
」
字
、
足
利
八
行
本
は
「
靡
」

字
に
作
る
。
今
は
「
縻
」
字
に
従
う
。

「
不
困
騁
上
則
丘
園
之
上
乃
落
也
」

阮
校

[

補]

毛
本
「
不
困
」
作
「
不
用
」
、
二

「
上
」
字
並
作
「
士
」
字
。
◎
單
疏
本･

廣
大
本･

足
利
八
行
本
は
「
不
用
騁
士
則

丘
園
之
士
乃
落
也
」
に
作
る
。
こ
れ
が
正
し
い
。

六
五
は
、
丘
園
に
賁
る
。
束
帛

戔
戔
た
り
。
吝
あ
る
も
、
終
に
は
吉
。

か
ざ

さ
ん
さ
ん

〔
處

尊
位
を
得
て
、
飾
の
主
と
爲
る
は
、
飾
の
盛
ん
な
る
者
な
り
。
飾
を
物

に
施
す
は
、
其
の
道
の
害
な
り
。
飾
を
丘
園
に
施
す
は
、
盛
ん
な
る
こ
と

焉
よ
り
大
な
る
は
莫
し
、
故
に
束
帛
を
賁
れ
ば
、
丘
園
は
乃
ち
落
ち
、
丘

か
ざ

園
を
賁
れ
ば
、
帛
は
乃
ち
「
戔
戔
」
た
り
。
用
て
儉
を
過
ぐ
る
莫
く
、
泰

ら
か
に
し
て
能
く
約
す
、
故
に
必
ず
「
吝
」
あ
る
も
、
乃
ち
「
終
に
は
吉
」

を
得
る
な
り
。〕

[

疏]

「
六
五
賁
于
丘
園
」
よ
り
「
終
吉
」
に
至
る
ま
で
。

○
正
義
に
曰
は
く
、「
丘
園
に
賁
る
」
と
は
、「
丘
園
」
は
是
れ
質
素
の
處
な
り
。

か
ざ

六
五
は
「
處

尊
位
を
得
て
、
飾
の
主
と
爲
る
」
。
若
し
能
く
飾
を
施
す
こ
と
質

素
の
處
に
在
り
て
、
費
用
を
華
侈
せ
ざ
れ
ば
、
則
ち
束
す
る
所
の
帛
は
、「
戔
戔
」

さ
ん
さ
ん

と
し
て
衆
多
な
り
。

「
吝
あ
る
も
、
終
に
は
吉
」
と
は
、
初
時
は
儉
約
す
、
故
に
是
れ
其
の
「
吝
」

な
り
。
必
ず
儉
約
の
「
吝
」
に
し
て
、
乃

て
「
終
に
は
吉
」
を
得
て
、
喜
び

は
じ
め

有
る
な
り
。
故
に
〈
象
〉
に
「
六
五
の
吉
は
、
喜
び
有
る
」
と
云
ふ
な
り
。

○
注
の
「
處
得
尊
位
」
よ
り
「
乃
得
終
吉
也
」
に
至
る
ま
で
。

○
正
義
に
曰
は
く
、
「
飾
の
主
と
爲
る
は
、
飾
の
盛
ん
な
る
者
」
と
は
、
宮
室
・

輿
服
の
屬
の
若
き
は
、
五

飾
主
と
爲
る
。
施
設
の
華
飾

輿
服
・
宮
館
の
物
に

ご
と

在
る
が
若
き
は
、
則
ち
大
道
は
損
害
す
る
な
り
。

「
飾
を
丘
園
に
施
す
は
、
盛
ん
な
る
こ
と
焉
よ
り
大
な
る
は
莫
し
」
と
は
、「
丘
」

は
丘
墟
を
謂
ひ
、
「
園
」
は
園
圃
を
謂
ふ
。
唯
だ
草
木
の
生
ず
る
所
の
み
は
、
是

れ
質
素
の
處
、
華
美
の
所
に
非
ず
。
若
し
能
く
飾
を
施
す
こ
と
、
事
每
に
質
素

ご
と

な
る
こ
と
、
丘
園
と
相
似
て
、
「
盛
ん
な
る
こ
と
焉
よ
り
大
な
る
は
莫
し
」
。
故

に
「
束
帛
を
賁
れ
ば
、
丘
園
は
乃
ち
落
つ
」
と
は
、
「
束
帛
」
は
財
物
な
り
。

か
ざ

束
帛
を
舉
げ
て
之
れ
を
言
へ
ば
、
則
ち
金
銀
珠
玉
の
等
は
皆
な
是
れ
な
り
。
若

し
此
の
束
帛
・
珍
寶
を
賁
飾
す
れ
ば
、
則
ち
素
質
の
道
は
乃
ち
隕
落
す
、
故
に

「
丘
園
は
乃
ち
落
つ
」
と
云
ふ
な
り
。

「
丘
園
を
賁
れ
ば
、
帛
は
乃
ち
戔
戔
た
り
」
と
は
、
飾
を
設
く
る
こ
と
丘
園
質

素
の
所
に
在
れ
ば
、
則
ち
財
物
を
縻
費
せ
ず
、
束
帛
は
乃
ち
「
戔
戔
」
と
し
て

衆
多
な
り
。

諸
儒
以
爲
へ
ら
く
、
若
し
束
帛
を
賁
飾
す
る
も
、
用
て
士
を
聘
せ
ざ
れ
ば
、
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則
ち
丘
園
の
士
は
乃
ち
落
つ
る
な
り
。
若
し
丘
園
の
士
を
賁
飾
し
て
之
れ
に
與

ふ
る
と
き
は
、

故

に
束
帛
は
乃
ち
「
戔
戔
」
た
る
な
り
、
と
。

こ
と
さ
ら

諸
家
の
《
易
》
を
注
す
る
や
、
多
く
此
の
解
を
爲
す
。
但
だ
今

輔
嗣
の
注
を

案
ず
る
に
、
全
く
聘
賢
の
意
は
无
く
、
且
つ
爻
と
象
と
に
も
、
亦
た
士
を
待
つ

の
文
无
し
。
輔
嗣
云
ふ
、「
用
て
儉
を
過
ぐ
る
莫
く
、
泰
ら
か
に
し
て
能
く
約
す
、

故
に
必
ず
吝
あ
る
も
、
乃
ち
終
に
は
吉
を
得
る
な
り
」
と
。
此
れ
則
ち
普
く
國

を
爲
む
る
の
道
は
、
華
侈
を
尚
ば
ず
し
て
、
儉
約
を
貴
ぶ
を
論
ず
る
な
り
。
若

し
先
師
に
從
ひ
、
唯
だ
束
帛
を
用
ふ
る
の
み
に
て
丘
園
に
招
聘
す
る
に
、
儉
約

を
以
て
賢
を
待
つ
は
、
豈
に
其
の
義
な
ら
ん
や
。
漢

隱
士
を
聘
す
る
所
以
は
、

或
い
は
乃
ち
羔
雁
・
玄
纁
・
蒲
輪
・
駟
馬
を
用
ふ
る
に
、
豈
に
止
だ
「
束
帛
」

の
間
の
み
に
し
て
、
儉
約
の
事
を
云
は
ん
や
。
今

注
の
意
を
觀
、
故
に
此
の
解

を
爲
す
の
み
。

象
曰
、
六
五
之
「
吉
」
、
有
喜
也
。

象
に
曰
は
く
、
六
五
の
「
吉
」
は
、

喜

び
有
る
な
り
。

よ
ろ
こ

上
九
、
白
賁
、
无
咎
。

〔
處
飾
之
終
、
飾
終
反
素
、
故
任
其
質
素
、
不
勞
文
飾
而
「
无
咎
」
也
。
以

＊

白
爲
飾
、
而
无
患
憂
、
得
志
者
也
。
〕

[

疏]

正
義
曰
、
「
白
賁
无
咎
」
者
、
「
處
飾
之
終
」
、
飾
終
則
反
素
、
故
在
其
質

素
、
不
勞
文
飾
、
故
曰
「
白
賁
无
咎
」
也
。
守
志
任
眞
、
得
其
本
性
、
故
象
云

「
上
得
志
」
也
。
言
居
上
得
志
也
。

「
故
在
其
質
素
」

阮
校

閩･

監･

毛
本
同
。
岳
本･

宋
本･

古
本･

足
利
本
「
在
」
作

「
任
」
是
也
。
疏
引
亦
當
依
宋
本
作
「
任
」
。
◎
足
利
八
行
本
も
「
任
」
字
に
作

る
。
こ
れ
が
正
し
い
。

上
九
、
白
く
賁
る
。
咎
无
し
。

か
ざ

〔
飾
の
終
に
處
り
、
飾
る
こ
と
終
り
て
素
に
反
る
。
故
に
其
の
質
素
に
任
せ
、

ま
か

文
飾
を
勞
せ
ず
し
て
「
咎
无
き
」
な
り
。
白
を
以
て
飾
と
爲
し
て
、
而
も

患
憂
无
き
は
、
志
を
得
る
者
な
り
。
〕

[

疏]

正
義
に
曰
は
く
、
「
白
く
賁
る
。
咎
无
し
」
と
は
、
飾
の
終
に
處
り
、
飾

か
ざ

る
こ
と
終
れ
ば
則
ち
素
に
反
る
。
故
に
其
の
質
素
に
任
せ
、
文
飾
を
勞
せ
ず
、

故
に
「
白
く
賁
る
。
咎
无
し
」
と
曰
ふ
な
り
。
志
を
守
り
眞
に
任
せ
、
其
の
本

か
ざ

性
を
得
、
故
に
〈
象
〉
に
「
上

志
を
得
」
と
云
ふ
な
り
。
上
に
居
り
て
志
を
得

る
を
言
ふ
な
り
。

象
曰
、「
白
賁
无
咎
」
、
上
得
志
也
。

象
に
曰
は
く
、
「
白
く
賁
る
。
咎
无
し
」
と
は
、
上

志
を
得
れ
ば
な
り
。

か
ざ
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